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一
九
五
〇
年
代
に
三
五
％
に
達
し

て
い
た
労
働
組
合
組
織
率
は
、
二
〇

一
四
年
三
月
に
一
一
・
三
％
と
な
る

な
ど
低
下
の
一
途
を
続
け
て
い
る
。

　

オ
バ
マ
大
統
領
が
二
〇
〇
八
年
に

就
任
し
て
か
ら
、
労
働
組
合
を
中
心

に
実
現
を
め
ざ
し
て
き
た
労
働
組
合

組
織
率
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
法
律
、
従
業
員
自
由
選
択
法

（E
m

ployee F
ree C

hoice A
ct

）

の
成
立
の
見
込
み
は
ま
だ
な
い
。

　

そ
の
状
況
に
反
転
の
兆
し
が
み
ら

れ
る
と
す
る
レ
ポ
ー
ト
が
ア
メ
リ
カ

商
業
会
議
所
よ
り
出
さ
れ
た
。

労
働
組
合
と
対
峙
す
る
立
場

か
ら
の
レ
ポ
ー
ト

　

レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
た
の
は
、
ア

メ
リ
カ
商
業
会
議
所
、「
労
働
市
場
の

自
由
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ(W

orkforce 
F

reedom
 Initiative)

」部
門
で
あ
る
。

　

同
部
門
は
、
専
門
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト（http://www.workforcefreedom.
com/

）
を
持
ち
、
情
報
を
発
信
し
て

い
る
。
そ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、「
労
働

組
合
に
よ
る
年
金
基
金
活
動
の
濫

用
」
と
「
労
働
組
合
に
よ
る
反
競
争

的
な
権
利
擁
護
活
動
を
防
ぐ
こ
と
」

と
置
い
て
お
り
、
労
働
組
合
と
対
峙

す
る
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
部
門
が
レ
ポ
ー
ト
を
作

成
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
そ
れ

だ
け
労
働
組
合
に
よ
る
反
転
の
兆
し

に
危
機
感
を
感
じ
て
い
る
現
れ
だ
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト

や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
で
働
く
労
働
者

や
彼
ら
を
支
援
す
る
労
働
組
合
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
、
ワ
ー
カ
ー
セ
ン

タ
ー
な
ど
に
よ
る
「
ス
ト
ラ
イ
キ
」

と
称
す
る
活
動
の
高
ま
り
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
活
動
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
企
業
に
は
、
使
用
者
と
合
法
的

団
体
交
渉
を
行
な
う
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
労
働
組
合
は
存
在
し
な
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、ど
う
し
て「
ス

ト
ラ
イ
キ
」
が
で
き
る
の
か
。

排
他
的
交
渉
権

　

ア
メ
リ
カ
も
日
本
と
同
様
に
労
働

組
合
と
使
用
者
が
団
体
交
渉
を
行
う

が
、
制
度
的
枠
組
み
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。

　

団
体
交
渉
の
手
続
き
を
規
定
し
て

い
る
の
は
全
国
労
働
関
係
法
（
Ｎ
Ｌ

Ｒ
Ａ
）
と
い
う
法
律
で
、
運
用
は
労

働
委
員
会（
Ｌ
Ｒ
Ｂ
）が
担
う
。
そ
の

一
方
で
、
ど
の
よ
う
な
組
織
が
労
働

組
合
で
あ
る
か
の
根
拠
を
定
め
る
法

律
は
存
在
し
な
い
。
内
国
歳
入
法
典

の
事
業
内
容
と
税
制
上
の
区
分
で
労

働
組
合
が
規
定
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

一
方
、
使
用
者
と
労
働
組
合
が
団

体
交
渉
を
合
法
的
に
行
な
う
た
め
に

は
、
特
定
の
範
囲
の
従
業
員
が
過
半

数
を
投
じ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ

て
き
た
。
ど
の
よ
う
な
従
業
員
が
投

票
す
る
の
か
と
い
っ
た
運
用
は
労
働

委
員
会
が
裁
定
を
す
る
。

　

い
っ
た
ん
一
つ
の
労
働
組
合
が
交

渉
権
を
獲
得
す
れ
ば
、
そ
の
労
働
組

合
以
外
は
使
用
者
と
交
渉
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
排
他
的
交
渉

権
と
い
う
。
交
渉
権
を
獲
得
し
た
労

働
組
合
を
支
持
し
な
い
従
業
員
が
い

た
と
し
て
も
、
労
働
組
合
が
獲
得
し

た
労
働
条
件
の
向
上
の
恩
恵
に
預
か

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
労
働

組
合
が
す
べ
て
の
従
業
員
を
代
表
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
・
ル
ー
ル
と
呼
ぶ
。
そ
の
反
面

で
、
理
論
上
は
合
法
的
な
交
渉
権
を

持
た
な
い
労
働
組
合
が
存
在
し
て
も

良
い
こ
と
に
な
る
。

　

排
他
的
交
渉
権
と
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
・
ル
ー
ル
は
、
一
九
三
〇
年
代

に
全
国
労
働
関
係
法
が
施
行
さ
れ
て

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
労
使
関
係
の
常
識
と
思
わ

れ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
オ
バ
マ

政
権
下
で
成
立
が
試
み
ら
れ
た
従
業

員
自
由
選
択
法
も
、
労
働
組
合
が
従

業
員
に
よ
る
投
票
で
勝
利
を
得
や
す

い
条
件
を
整
え
る
も
の
だ
っ
た
。
そ

れ
と
い
う
の
も
、
企
業
側
に
よ
る
労

働
組
合
組
織
化
へ
の
抵
抗
が
大
き
な

も
の
と
な
り
、
労
働
組
合
が
代
表
選

挙
で
従
業
員
か
ら
過
半
数
の
支
持
を

得
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
出
来
な
く

な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

全
米
自
動
車
労
働
組
合（
Ｕ
Ａ
Ｗ
）

は
、
テ
ネ
シ
ー
州
に
進
出
し
た
フ
ォ

ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
（
Ｖ
Ｗ
）
社
と
ド

イ
ツ
式
の
従
業
員
代
表
組
織
を
導
入

す
る
こ
と
を
条
件
に
労
働
組
合
の
組

織
化
へ
の
協
力
を
取
り
付
け
て
い
た

も
の
の
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
や
テ
ネ
シ
ー

州
選
出
連
邦
議
員
、
反
労
働
組
合
組

織
な
ど
の
抵
抗
に
よ
り
、
代
表
選
挙

に
敗
北
す
る
と
い
う
事
態
も
二
〇
一

四
年
二
月
に
起
き
て
い
る
。

ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
と
フ
ァ
ス
ト
フ
ー

ド
に
対
す
る
「
ス
ト
ラ
イ
キ
」

　

排
他
的
交
渉
権
と
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
・
ル
ー
ル
と
い
う
、ア
メ
リ
カ
の

労
使
関
係
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
想

定
で
き
な
い
事
態
が
進
展
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
企
業
で
は
、
合
法
的
な

団
体
交
渉
権
を
獲
得
す
る
た
め
の
従

業
員
に
よ
る
投
票
す
ら
行
な
わ
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
ス

ト
ラ
イ
キ
と
い
う
よ
う
な
争
議
行
為

が
で
き
る
の
か
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
企
業

を
対
象
に
し
た
活
動
は
、
厳
密
に
は

ス
ト
ラ
イ
キ
で
は
な
い
。

　

少
数
の
従
業
員
と
多
数
の
支
援
者

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
ウ
ォ
ル

マ
ー
ト
に
対
し
て
は
、
柔
軟
な
時
間

管
理
の
た
め
に
ま
と
も
な
暮
ら
し
が

で
き
る
年
収
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い

状
況
を
改
善
す
る
こ
と
、
フ
ァ
ス
ト

フ
ー
ド
企
業
に
対
し
て
は
時
給
一
五

ド
ル
と
い
っ
た
要
求
を
掲
げ
て
い
る
。

店
舗
前
で
デ
モ
を
繰
り
広
げ
た
り
、

メ
デ
ィ
ア
に
訴
え
た
り
す
る
こ
と
が

主
な
活
動
だ
が
、
営
業
妨
害
と
な
る

行
為
は
慎
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
、
運

動
を
支
持
す
る
従
業
員
が
勤
務
を
離

れ
て
参
加
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
運
動
は
二
〇
一
二
年
か

ら
始
ま
っ
た
。
最
初
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

は
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
だ
っ
た
が
、
同
社

は
運
動
に
参
加
し
た
従
業
員
を
解
雇

し
た
。
そ
の
理
由
は
、
合
法
的
な
団

体
交
渉
権
を
持
た
な
い
従
業
員
に
よ

る
行
為
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
支
持
者
は
労
働
委
員
会

に
提
訴
し
た
。

　

二
〇
一
四
年
一
月
に
労
働
委
員
会

が
下
し
た
裁
定
は
、
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト

に
よ
る
解
雇
を
不
当
と
す
る
こ
と
と

と
も
に
、
処
分
を
下
し
た
使
用
者
側

に
対
す
る
取
り
調
べ
を
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
労
働
委
員
会
が
合
法
的

な
団
体
交
渉
権
を
持
た
な
い
労
働
者

で
あ
っ
て
も
、
争
議
行
為
が
認
め
ら

れ
る
と
解
釈
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

ア
メ
リ
カ
の
労
使
関
係
に
お
い
て
、

研
究
者
に
も
労
働
組
合
に
も
使
用
者

に
も
常
識
と
さ
れ
て
き
た
排
他
的
交

渉
権
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
が

揺
ら
い
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
こ
そ
が
、
ア
メ
リ
カ
商
業
会
議
所

に
危
機
感
を
も
た
ら
し
た
も
の
だ
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
、
労
働
組
合
の
組
織

化
を
防
ご
う
と
す
る
企
業
に
と
っ
て
、

排
他
的
交
渉
権
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
・

ア
メ
リ
カ

排
他
的
交
渉
権
か
ら
少
数
派
組
合
へ
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
か
？

海
外
労
働
事
情



海外労働事情

Business Labor Trend 2014.7

45

ル
ー
ル
こ
そ
が
防
波
堤
の
役
目
を
果

た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

少
数
派
組
合
―
忘
れ
ら
れ
た

記
憶
が
よ
み
が
え
る

　

ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー

ド
の
運
動
に
参
加
し
た
従
業
員
と
支

援
者
た
ち
は
闇
雲
に
突
き
進
ん
だ
わ

け
で
は
な
い
。
彼
ら
に
は
確
固
た
る

根
拠
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
商
業
会
議
所
の
レ
ポ
ー

ト
の
題
名
は
「T

he B
lue E

agle 
H

as L
anded

」
と
い
う
。
日
本
語

に
訳
せ
ば
、「
青
い
鷲
は
舞
い
降
り

た
」
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
題
名

は
、
南
メ
ソ
ジ
ス
ト
大
学
デ
ッ
ド
マ

ン
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

Ｊ
・
モ
リ
ス
名
誉
教
授
の
二
〇
〇
五

年
の
著
書
「
労
働
に
お
け
る
青
い
鷲

（T
he B

lue E
agle A

t W
ork

）」

を
ひ
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

双
方
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
青
い

鷲
」
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
大
恐
慌

か
ら
の
復
興
策
で
あ
る
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
政
策
で
使
わ
れ
た
「
自
由

競
争
」
を
意
味
す
る
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
で
あ
る
。
労
働
に
お
け
る
青
い
鷲
、

つ
ま
り
労
働
に
お
け
る
自
由
競
争
と

は
、
労
働
組
合
の
交
渉
力
を
高
め
て

使
用
者
と
均
衡
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
と
企
業
と
の
自
由
競
争
を
促

進
し
て
経
済
の
活
力
を
高
め
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
翻
っ
て
、
ア
メ

リ
カ
商
業
会
議
所
の
レ
ポ
ー
ト
が

「
青
い
鷲
は
舞
い
降
り
た
」
と
し
た

こ
と
は
、
い
っ
た
ん
低
下
し
て
い
た

労
働
者
側
の
交
渉
力
が
再
び
高
ま
る

こ
と
を
予
兆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

モ
リ
ス
名
誉
教
授
が
明
ら
か
に
し

た
の
は
次
の
二
つ
で
あ
っ
た
。
一
つ

め
は
、
全
国
労
働
関
係
法
の
成
立
前

後
に
お
い
て
、
排
他
的
交
渉
権
も
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
も
ア
メ
リ
カ
の

労
使
関
係
で
支
配
的
で
は
な
く
、
少

数
派
組
合
に
よ
る
団
体
交
渉
が
一
般

的
だ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
二
つ
め
は
、

全
国
労
働
関
係
法
の
成
立
に
尽
力
し

た
ワ
グ
ナ
ー
上
院
議
員
と
後
の
初
代

大
統
領
経
済
諮
問
会
議
委
員
と
な
っ

た
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
グ
の
二
人
が
、
少

数
派
組
合
の
団
体
交
渉
権
を
維
持
し

よ
う
と
意
図
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

事
実
、
一
九
三
七
年
当
時
、
全
米

鉄
鋼
労
組
の
九
割
弱
、
全
米
自
動
車

労
組
の
七
割
弱
が
少
数
派
組
合
に
よ

る
団
体
交
渉
だ
っ
た
。

　

全
国
労
働
関
係
法
成
立
前
後
で
少

数
派
組
合
に
よ
る
団
体
交
渉
が
一
般

的
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
モ

リ
ス
名
誉
教
授
が
初
め
て
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

は
忘
れ
ら
れ
た
記
憶
と
し
て
、
現
代

に
再
び
蘇
ら
せ
る
こ
と
は
不
可
能
だ

と
さ
れ
て
き
た
。
モ
リ
ス
名
誉
教
授

は
、
全
国
労
働
関
係
法
の
草
案
の
文

言
や
議
会
に
お
け
る
委
員
会
発
言
、

少
数
派
組
合
の
団
体
交
渉
を
支
持
す

る
判
例
な
ど
を
丹
念
に
掘
り
起
こ
し
、

現
代
に
お
い
て
も
十
分
に
通
用
す
る

と
の
議
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
労
働
法
、
労
使
関
係
、

労
働
経
済
、
政
治
な
ど
の
一
線
の
研

究
者
や
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
産
業

別
組
合
会
議
（
Ａ
Ｆ
Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ
）

の
法
務
担
当
者
、
全
国
労
働
関
係
委

員
会
関
係
者
な
ど
か
ら
意
見
を
聴
取

し
て
出
版
に
至
っ
た
。

　

モ
リ
ス
名
誉
教
授
に
よ
れ
ば
、
そ

も
そ
も
排
他
的
交
渉
権
や
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
・
ル
ー
ル
は
労
働
者
と
企
業
の

自
由
競
争
を
阻
害
す
る
会
社
組
合
を

排
除
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
労

働
組
合
が
排
他
的
交
渉
権
を
獲
得
す

る
た
め
の
選
挙
の
実
施
前
で
あ
れ
ば
、

た
と
え
従
業
員
の
過
半
数
が
支
持
し

て
い
な
い
少
数
派
組
合
で
あ
っ
て
も
、

使
用
者
に
は
団
体
交
渉
を
受
け
る
義

務
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
団
体
交
渉

後
に
結
ば
れ
る
労
働
協
約
の
範
囲
は

労
働
組
合
員
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
少

数
派
組
合
が
い
っ
た
ん
団
体
交
渉
権

を
獲
得
し
た
の
ち
、
労
働
組
合
員
の

数
を
増
や
し
て
い
っ
て
、
最
終
的
に

は
過
半
数
を
越
え
て
排
他
的
交
渉
権

を
獲
得
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
い
う
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
モ
リ
ス
名
誉
教

授
は
少
数
派
組
合
に
よ
る
合
法
的
な

団
体
交
渉
権
が
簡
単
に
手
に
入
る
と

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
使
用
者

側
か
ら
強
い
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
を

予
想
し
つ
つ
、
少
数
派
組
合
が
ど
の

よ
う
に
運
動
を
展
開
す
る
べ
き
か
多

く
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。

二
〇
一
一
年
の
変
化

　

レ
ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
全
米
鉄
鋼

労
組
（
Ｕ
Ｓ
Ｗ
）
と
モ
リ
ス
名
誉
教

授
は
、
二
〇
〇
五
年
に
デ
ィ
ッ
ク
ス

ポ
ー
ツ
用
品
（D

ick's S
porting 

goods

）
の
従
業
員
の
雇
い
止
め
に

関
し
て
少
数
派
組
合
に
よ
る
団
体
交

渉
を
使
用
者
側
に
求
め
て
拒
否
さ
れ
、

全
国
労
働
関
係
委
員
会（
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
）

に
訴
え
た
。
個
別
の
団
体
交
渉
は
退

け
ら
れ
た
も
の
の
、
全
国
労
働
関
係

委
員
会
は
二
〇
一
一
年
八
月
二
六
日

付
で
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
出
し

た
。

　
「
全
国
労
働
関
係
法
の
再
解
釈
に

つ
い
て
は
、
法
的
な
議
論
を
拒
絶
す

る
も
の
で
は
な
い
」

　

二
〇
一
一
年
は
も
う
一
つ
、
も
っ

と
も
重
要
な
決
定
が
全
国
労
働
関
係

委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
レ

ポ
ー
ト
は
指
摘
す
る
。
認
定
看
護
助

手
の
団
体
交
渉
に
関
す
る
手
続
き
の

な
か
で
、「
団
体
交
渉
を
求
め
る
従
業

員
の
単
位
が
明
ら
か
に
従
業
員
の
グ

ル
ー
プ
だ
と
わ
か
る
こ
と
」
と
し
、

と
て
も
小
さ
く
か
つ
う
つ
ろ
い
易
い

も
の
を
含
む
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
も
日
本
と
異
な
る
ア
メ
リ

カ
の
特
徴
が
あ
る
。
労
働
組
合
が
代

表
す
る
の
は
、
労
働
者
性
が
認
め
ら

れ
る
職
場
の
従
業
員
す
べ
て
で
は
な

い
。
同
じ
よ
う
な
働
き
方
や
賃
金
の

支
払
わ
れ
方
を
し
て
い
る
と
い
っ
た

特
定
の
従
業
員
の
単
位
（unit

）
で

あ
る
。
そ
れ
を
交
渉
単
位
と
い
い
、

範
囲
の
決
定
は
全
国
労
働
関
係
委
員

会
が
行
っ
て
き
た
。
そ
の
運
用
を
よ

り
小
さ
く
曖
昧
な
も
の
と
し
て
良
い

と
全
国
労
働
関
係
委
員
会
が
定
め
た

の
で
あ
る
。
レ
ポ
ー
ト
は
、
こ
の
決

定
が
過
去
二
〇
年
間
に
わ
た
る
先
例

を
覆
す
も
の
だ
と
い
う
。
職
場
の
な

か
で
、
よ
り
小
さ
な
交
渉
単
位
が
団

体
交
渉
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
こ
れ

以
後
に
相
次
い
で
い
る
と
す
る
。

　

労
働
組
合
で
は
な
い
が
、
労
働
者

の
権
利
擁
護
や
法
的
扶
助
、
職
業
訓

練
を
行
う
組
織
と
し
て
ワ
ー
カ
ー
セ

ン
タ
ー
が
あ
る
。レ
ポ
ー
ト
は
、ワ
ー

カ
ー
セ
ン
タ
ー
が
訴
訟
を
通
じ
て
労

働
条
件
の
向
上
を
獲
得
す
る
な
ど
、

団
体
交
渉
と
実
質
的
に
変
わ
ら
な
い

成
果
を
上
げ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

二
〇
一
二
年
の
感
謝
祭
後
の
最
初

の
金
曜
日
に
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に
対
す

る
全
米
規
模
の
抗
議
運
動
が
あ
っ
た
。

そ
の
運
動
に
参
加
し
た
労
働
者
は
解

雇
さ
れ
た
が
全
国
労
働
関
係
委
員
会

は
そ
れ
を
不
当
と
し
た
。

　

全
国
労
働
関
係
委
員
会
に
、
司
法
、

連
邦
労
働
省
も
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ

が
少
数
派
組
合
の
団
体
交
渉
を
認
め

る
方
向
に
あ
り
、
排
他
的
交
渉
権
と

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
か
ら
少
数

派
組
合
に
移
行
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
・

シ
フ
ト
を
迎
え
て
い
る
と
レ
ポ
ー
ト

は
結
論
づ
け
て
い
る
。

モ
リ
ス
名
誉
教
授
に
よ
る
反
論

　

モ
リ
ス
名
誉
教
授
は
自
身
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（http://charlesjmorris.

blogspot.com.es/

）
で
レ
ポ
ー
ト
が

多
く
の
誤
り
が
あ
る
と
す
る
反
論
を

掲
載
し
て
い
る
。
同
教
授
は
、
少
数

派
組
合
に
よ
る
団
体
交
渉
が
広
く
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
少
数
派
組
合
に
よ
る
団
体

交
渉
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
・
ル
ー
ル
に

向
け
た
布
石
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
全
国
労
働
関
係

法
設
立
時
期
に
回
帰
し
た
再
解
釈
の

動
き
が
、
使
用
者
側
で
あ
る
ア
メ
リ

カ
商
業
会
議
所
の
動
向
に
も
影
響
を

与
え
る
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ

て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

（
山
崎　

憲
）
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雇
用
主
の
求
め
に
応
じ
て
不
定
期

に
働
き
、
労
働
時
間
に
よ
っ
て
賃
金

を
受
け
取
る
「
待
機
労
働
契
約
」
に

関
し
て
、
政
府
に
よ
る
法
制
度
の
見

直
し
に
関
す
る
検
討
を
軸
に
、
今
後

の
規
制
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
が

進
ん
で
い
る
。
雇
用
や
所
得
の
不
安

定
さ
へ
の
批
判
か
ら
、
こ
う
し
た
契

約
の
廃
止
や
規
制
強
化
を
求
め
る
意

見
が
強
ま
る
一
方
、
業
務
の
繁
閑
に

応
じ
た
人
員
調
整
の
必
要
性
や
、
就

学
や
育
児
・
介
護
な
ど
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
働
き
方
が
出
来
る
と
い
っ
た

利
点
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

宿
泊
・
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
業

企
業
の
半
数
近
く
が
利
用

　

待
機
労
働
契
約
（zero-hours 

contract

）
に
は
法
的
な
定
義
は
な

い
が
、
一
般
的
に
は
、
雇
用
主
に
仕

事
を
提
供
す
る
義
務
が
な
い
一
方
で
、

労
働
者
に
も
仕
事
を
引
き
受
け
る
か

否
か
を
任
意
に
決
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
る
。
雇
用
法
上
は
被
用
者

と
み
な
さ
れ
に
く
い
た
め
、
正
規
従

業
員
に
比
べ
て
権
利
が
限
定
的
に
な

り
が
ち
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
契
約
の
下
で
働
く
労
働
者
数
を

含
め
、
実
態
は
必
ず
し
も
把
握
さ
れ

て
い
な
い
。
理
由
の
一
端
は
、
自
ら

の
雇
用
契
約
が
待
機
労
働
契
約
で
あ

る
こ
と
を
把
握
し
て
い
な
い
労
働
者

が
多
い
こ
と
に
よ
る
。
労
働
力
調
査

に
基
づ
く
推
計
と
し
て
統
計
局
が
三

月
に
公
表
し
た
二
〇
一
三
年
（
一
〇
、

一
二
月
期
）
の
待
機
労
働
契
約
に
よ

る
労
働
者
数
は
、
前
年
の
二
五
万
人

か
ら
五
八
万
人
と
大
幅
に
増
加
し
た

が
、
こ
れ
に
は
近
年
の
待
機
労
働
契

約
の
問
題
に
関
す
る
報
道
の
増
加
を

受
け
て
、
こ
う
し
た
契
約
に
関
す
る

認
知
度
の
高
ま
り
が
影
響
し
て
い
る

と
み
ら
れ
る（
１
）。

　

さ
ら
に
、
よ
り
正
確
な
状
況
の
把

握
を
求
め
る
政
府
の
意
向
を
受
け
て
、

統
計
局
は
企
業
を
対
象
と
す
る
調
査

を
二
〇
一
四
年
は
じ
め
に
実
施
し
た
。

労
働
力
調
査
に
お
け
る
待
機
労
働
契

約
の
定
義（
２
）よ
り
広
く
、「
最
低
労

働
時
間
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
労
働

契
約
」
の
企
業
に
よ
る
利
用
状
況
を

尋
ね
て
い
る
。
四
月
末
に
公
表
さ
れ

た
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象

期
間
で
あ
る
二
週
間
の
間
に
一
時
間

以
上
の
労
働
が
発
生
し
た
契
約
件
数

＝
延
べ
労
働
者
数
は
一
四
二
万
人
と

推
計
さ
れ
て
い
る
。
複
数
の
企
業
で

同
種
の
契
約
に
よ
り
働
く
労
働
者
を

重
複
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
契
約
の
下
で
働
く
労
働
者

数
は
よ
り
少
な
い
と
み
ら
れ
る
が
、

何
ら
か
の
理
由
で
調
査
期
間
中
に
は

労
働
が
発
生
し
な
か
っ
た
契
約
も
一

三
〇
万
件
に
及
ぶ
と
推
計
さ
れ
、
実

際
は
よ
り
多
く
の
労
働
者
が
こ
う
し

た
契
約
に
よ
り
働
い
て
い
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る（
３
）。

　

業
種
別
に
は
、宿
泊
・
フ
ー
ド
サ
ー

ビ
ス
業
（
延
べ
三
七
万
人
）
や
事
務
・

事
業
サ
ー
ビ
ス
業
（
同
三
六
万
人
）

（
４
）、保
健
・
福
祉
業（
同
一
九
万
人
）

な
ど
で
の
利
用
が
際
立
っ
て
多
い

（
図
表
）。
と
く
に
、
宿
泊
・
フ
ー

ド
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
回
答
企
業
の
四

五
％
が
こ
う
し
た
契
約
を
利
用
し
て

い
る
。
ま
た
、
従
業
員
規
模
に
比
例

し
て
利
用
企
業
の
比
率
が
高
く
、
従

業
員
二
五
〇
人
以
上
規
模
で
四
七
％
、

二
〇-

二
四
九
人
規
模
で
二
八
％
、

二
〇
人
未
満
規
模
で
一
二
％
と
な
っ

て
い
る
。

　

な
お
、
同
調
査
は
労
働
者
の
就
労

状
況
に
つ
い
て
調
査
対
象
と
し
て
い

な
い
が
、
統
計
局
が
併
せ
て
公
表
し

た
労
働
力
調
査
に
基
づ
く
デ
ー
タ
に

よ
れ
ば
、
待
機
労
働
契
約
に
よ
る
労

働
者
の
六

三
％
が
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労

働
者
だ
っ
た
。

二
五
歳
未
満

の
労
働
者
が

全
体
の
三

六
％
を
占
め

て
お
り
（
待

機
労
働
契
約

以
外
の
労
働

者
で
は
一

一
％
）（
５
）、

ま
た
契
約
期

間
が
一
年
以

上
に
及
ぶ
労

働
者
が
五

七
％
に
の
ぼ

る
。
何
ら
か

の
方
法
で
労

働
時
間
を
増

や
し
た
い
と

考
え
て
い
る

労
働
者
は
全

体
の
三
五
％

（
６
）
で
、
内

訳
は
「
追
加

の
仕
事
に
よ

り
労
働
時
間

を
増
や
し
た
い
」
四
％
（
待
機
労
働

契
約
以
外
の
労
働
者
で
は
一
％
）、

「
現
在
の
仕
事
で
労
働
時
間
を
増
や

し
た
い
」
二
〇
％
（
同
一
〇
％
）、「
よ

り
労
働
の
長
い
仕
事
に
転
職
し
た

い
」
一
一
％
（
同
二
％
）
と
な
っ
て

い
る
。

緩
や
か
な
規
制
強
化
か
、 

ガ
イ
ダ
ン
ス
に
よ
る
周
知
か

　

政
府
は
、
待
機
労
働
契
約
の
法
規

制
見
直
し
に
関
し
て
二
〇
一
三
年
一

二
月
に
開
始
し
た
一
般
向
け
意
見
聴

取
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
ン
サ
ル
テ
ー

シ
ョ
ン
）
の
中
で
、
待
機
労
働
に
は

一
定
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
と
し
て
全
面

禁
止
の
可
能
性
を
改
め
て
否
定
す
る

一
方
、
待
機
労
働
契
約
を
悪
用
す
る

雇
用
主
の
も
と
で
不
利
益
を
被
っ
て

い
る
労
働
者
が
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

見
直
し
案
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
に

は
、
他
の
雇
用
主
の
も
と
で
働
く
こ

と
を
禁
ず
る
「
排
他
条
項
」
の
規
制

の
ほ
か
、
雇
用
主
主
導
で
の
実
施
規

範
（code of conduct

）
の
作
成
を

通
じ
た
自
主
規
制
に
よ
る
対
応
な
ど

が
含
ま
れ
る
。
三
月
に
終
了
し
た
コ

ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
三
万
六

〇
〇
〇
件
以
上
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、

そ
の
多
く
は
規
制
強
化
を
求
め
る
内

容
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る（
７
）。
政

府
は
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け

て
、
回
答
文
書
に
よ
り
今
後
の
政
策

方
針
を
示
す
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

に
先
立
っ
て
、
雇
用
法
制
を
所
管
す

る
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・

技
能
省
の
ケ
ー
ブ
ル
大
臣
は
、
待
機

労
働
契
約
に
よ
る
す
べ
て
の
労
働
者

図表　業種別労働者数と利用企業比率

イ
ギ
リ
ス

待
機
労
働
契
約
の
規
制
を
め
ぐ
る
議
論

農
林
漁
業
及
び
生
産
部
門

*

建
設
業

卸
売
・
小
売
業

宿
泊
・
フ
ー
ドサ

ー
ビ
ス
業

情
報
通
信
業
、金

融
業
、専

門
サ
ー
ビ
ス
業

事
務
・
事
業
サ
ー
ビ
ス
業

公
共
サ
ー
ビ
ス

教
育

保
健
・
福
祉

交
通
、芸

術
、そ

の
他

労働者数（労働力調査）

のべ労働者数（企業調査）

業種別利用企業比率（企

業調査 ・右目盛）

400000
（人）
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250000
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150000
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*	鉱業・土石業、製造業、電気・ガス・蒸気・空調、水供給・ゴミ収集・廃物処理・環境復旧（標準産業分類コードA-E）
資料出所：統計局ウェブサイト
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に
、
労
働
時
間
の
定
め
の
あ
る
契
約

へ
の
転
換
を
申
請
す
る
権
利
を
付
与

す
る
案
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
同
大
臣
は
、
制
度
を

悪
用
す
る
雇
用
主
が
存
在
す
る
こ
と

を
裏
付
け
る
多
く
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が

得
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
防
止
策
に

意
欲
を
示
し
て
い
る
。

　

野
党
労
働
党
の
ミ
リ
バ
ン
ド
党
首

は
四
月
、
二
〇
一
五
年
に
予
定
さ
れ

る
総
選
挙
に
向
け
た
公
約
の
一
環
と

し
て
、
待
機
労
働
契
約
の
規
制
強
化

に
向
け
た
方
針
を
示
し
た
。
同
案
は
、

労
働
党
が
昨
年
、
小
売
大
手
モ
リ
ソ

ン
ズ
社
の
元
人
事
責
任
者
の
ピ
カ

ヴ
ァ
ン
ス
氏
に
、
待
機
労
働
契
約
の

悪
用
防
止
策
の
検
討
を
依
頼
、
同
氏

が
四
月
に
と
り
ま
と
め
た
報
告
書
を

受
け
て
示
さ
れ
た
も
の
だ
。
報
告
書

は
、
待
機
労
働
契
約
が
適
正
に
活
用

さ
れ
て
い
る
企
業
で
は
、
雇
用
主
と

労
働
者
の
双
方
に
利
益
を
も
た
ら
す

傾
向
に
あ
る
が
、
実
際
に
は
し
ば
し

ば
人
件
費
削
減
の
た
め
の
方
策
と
し

て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
労
働
者
の
収

入
や
、
給
付
・
年
金
に
関
す
る
権
利

の
不
安
定
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
報
告
書
に
よ
る
制

度
改
正
案
の
一
つ
は
、
特
定
の
雇
用

主
の
下
で
一
定
時
間
以
上
の
就
業
が

六
カ
月
に
達
し
た
労
働
者
に
は
、
最

低
労
働
時
間
が
保
証
さ
れ
た
契
約
へ

の
転
換
を
申
請
す
る
権
利
を
付
与
し
、

雇
用
主
は
正
当
な
理
由
な
く
こ
れ
を

拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
一
定
時
間

以
上
（
対
象
期
間
中
に
週
八
時
間
以

上
）
の
就
業
期
間
が
一
二
カ
月
に
達

し
た
場
合
、
労
働
者
は
自
動
的
に
最

低
労
働
時
間
の
保
証
を
伴
う
契
約
に

移
行
し
た
と
み
な
す（
８
）。
ま
た
、

一
定
の
仕
事
（
賃
金
）
の
補
償
を
行

う
場
合
を
除
い
て
、
排
他
条
項
は
無

効
と
す
る
。
さ
ら
に
、
予
定
さ
れ
た

仕
事
の
キ
ャ
ン
セ
ル
が
勤
務
開
始
の

一
定
時
間
以
内
に
行
わ
れ
る
場
合
、

補
償
金
（
た
と
え
ば
一
日
あ
た
り
二

時
間
分
の
賃
金
）
の
支
払
い
を
雇
用

主
に
課
す
制
度
を
提
案
し
て
お
り
、

通
告
の
期
限
は
最
低
四
八
時
間
と
す

べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
、
契
約
に
記
載
さ
れ
た
時
間
帯
以

外
で
の
待
機
を
義
務
付
け
ら
れ
な
い

こ
と
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
。

　

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
に
合
わ
せ

て
、
労
使
団
体
や
シ
ン
ク
タ
ン
ク
も

意
見
表
明
や
提
言
な
ど
を
行
っ
て
い

る
。
経
営
者
団
体
の
イ
ギ
リ
ス
産
業

連
盟
（
Ｃ
Ｂ
Ｉ
）
は
、
排
他
条
項
は

限
定
的
に
使
用
さ
れ
る
べ
き
と
の
見

方
を
示
す
一
方
、
一
定
期
間
後
に
最

低
労
働
時
間
を
保
証
す
る
案
は
雇
用

に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
か
ね
な

い
と
し
て
反
対
し
て
い
る
。
ま
た
、

Institute of D
irectors

は
、
会
員

に
対
す
る
調
査
結
果
か
ら
、
雇
用
主

に
よ
る
排
他
条
項
の
利
用
は
限
定
的

で
あ
り
、
ま
た
利
用
企
業
が
あ
げ
る

理
由
（
確
実
な
人
員
調
達
の
必
要
、

機
密
情
報
や
知
的
財
産
の
保
護
、
労

働
者
へ
の
訓
練
等
に
よ
り
他
社
が
益

す
る
こ
と
の
防
止
な
ど
）
は
正
当
な

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
地
位
の
高
い

労
働
者
に
つ
い
て
は
適
用
の
余
地
を

残
す
こ
と
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
。

　

一
方
、
労
働
側
は
、
規
制
強
化
を

求
め
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合

会
議
（
Ｔ
Ｕ
Ｃ
）
は
、
政
府
の
現
在

の
施
策
案
で
は
雇
用
主
に
よ
る
労
働

者
の
搾
取
を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
て
、
労
働
条
件
の
書
面
に

よ
る
交
付
や
仕
事
の
依
頼
・
キ
ャ
ン

セ
ル
に
か
か
わ
る
ル
ー
ル
設
定
の
義

務
化
、
待
機
時
間
に
関
す
る
賃
金
の

支
払
い
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
併
せ

て
提
案
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
労
使
紛
争
の
仲
裁
な
ど
を

行
う
公
的
機
関
で
あ
る
助
言
・
斡
旋
・

仲
裁
局
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
）
も
、
排
他
条

項
や
労
働
者
に
と
っ
て
の
労
働
条
件

の
不
明
確
さ
を
理
由
に
、
待
機
労
働

契
約
に
は
批
判
的
な
立
場
だ
。
バ
ー

バ
ー
会
長（
９
）は
、
待
機
労
働
契
約

に
よ
る
労
働
者
は
立
場
の
弱
さ
か
ら
、

他
の
仕
事
を
探
し
た
り
、
雇
用
主
か

ら
打
診
を
受
け
た
仕
事
を
断
り
に
く

く
、
法
的
な
権
利
も
主
張
し
に
く
い

と
し
て
、
実
質
的
な
排
他
条
項
の
も

と
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

シ
ン
ク
タ
ン
ク
に
よ
る
提
言
も

様
々
だ
。
そ
の
一
つ
、ワ
ー
ク
・
フ
ァ

ン
デ
ー
シ
ョ
ン
は
、
待
機
労
働
契
約

や
排
他
条
項
の
禁
止
に
反
対
の
立
場

を
示
し
て
い
る
。
制
度
改
正
に
よ
り

雇
用
主
が
現
在
の
雇
用
契
約
を
見
直

す
場
合
、
多
く
の
労
働
者
が
被
用
者

か
ら
労
働
者
に
転
換
さ
れ
、
雇
用
上

の
権
利
が
よ
り
低
下
す
る
結
果
と
な

り
か
ね
な
い
、
と
の
理
由
に
よ
る
。

む
し
ろ
、
業
種
毎
に
異
な
る
待
機
労

働
契
約
の
利
用
状
況
を
考
慮
し
て
、

業
種
別
団
体
の
主
導
に
よ
る
実
施
規

範
の
作
成
を
提
案
し
て
い
る
。

　

一
方
、
中
・
低
所
得
層
の
問
題
を

扱
う
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
レ
ゾ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
・
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
は
、

待
機
労
働
契
約
が
雇
用
主
と
労
働
者

の
双
方
に
柔
軟
性
を
も
た
ら
す
た
め

に
は
、
排
他
条
項
の
禁
止
が
必
要
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、雇
用
主
・

労
働
者
双
方
で
待
機
労
働
契
約
に
お

け
る
権
利
や
義
務
に
つ
い
て
の
認
識

の
不
足
を
改
善
す
る
必
要
を
主
張
、

雇
用
契
約
の
別
を
問
わ
ず
す
べ
て
の

待
機
労
働
契
約
に
よ
る
労
働
者
に
職

務
定
義
書
の
交
付
を
雇
用
主
に
義
務

付
け
る
と
と
も
に
、
雇
用
主
の
認
識

改
善
を
は
か
る
た
め
、
好
事
例
を

ベ
ー
ス
に
し
た
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
Ａ
Ｃ

Ａ
Ｓ
が
労
使
と
共
同
で
作
成
す
る
こ

と
を
提
案
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
週

当
た
り
の
労
働
時
間
が
比
較
的
一
定

し
た
状
態
で
就
業
期
間
が
一
二
カ
月

間
を
経
た
労
働
者
は
、
労
働
時
間
の

定
め
ら
れ
た
契
約
に
移
行
す
る
か
ど

う
か
を
労
働
者
が
選
択
で
き
る
よ
う

に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
、
監
督
機
関
に
よ
る
取
り
締

ま
り
の
強
化
に
向
け
て
、
情
報
共
有

を
進
め
る
こ
と
な
ど
を
提
言
し
て
い

る
。

［
注
］

１
．
労
働
力
調
査
は
個
人
に
対
す
る
調
査

の
た
め
、
回
答
内
容
は
自
ら
の
労
働
契

約
の
内
容
に
関
す
る
労
働
者
の
認
識
に

よ
り
左
右
さ
れ
る
。

２
．「
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
が
な

く
、
実
際
に
働
い
た
時
間
に
応
じ
て
賃

金
が
支
払
わ
れ
る
」
契
約
。

３
．
統
計
局
は
想
定
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、

派
遣
労
働
契
約
、
休
暇
ま
た
は
病
気
に

よ
る
休
業
、
労
働
者
が
働
く
こ
と
を
望

ま
な
か
っ
た
、
労
働
者
が
既
に
他
所
で

仕
事
を
得
た
が
契
約
自
体
は
い
ま
だ
企

業
側
に
残
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
仕
事

が
発
生
し
な
か
っ
た
（
待
機
中
）、
等
を

挙
げ
て
い
る
。
統
計
局
は
、
こ
う
し
た

契
約
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
分
析
を
も

と
に
、
よ
り
正
確
な
デ
ー
タ
を
公
表
す

る
と
し
て
い
る
。

４
．
事
務
・
事
業
サ
ー
ビ
ス
業
に
は
労
働

者
派
遣
業
企
業
が
含
ま
れ
、
実
際
に
は

他
業
種
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
。

５
．こ
の
ほ
か
、二
五-

三
九
歳
層
が
二
七
％

（
待
機
労
働
契
約
以
外
で
は
三
三
％
）、

四
〇-

四
九
歳
層
が
一
一
％（
同
二
五
％
）、

五
〇-

六
四
歳
層
が
一
八
％（
同
二
七
％
）、

六
五
歳
以
上
が
七
％
（
同
四
％
）。

６
．
待
機
労
働
契
約
以
外
の
労
働
者
で
は

一
二
％
。

７
．
待
機
労
働
契
約
に
対
す
る
規
制
強
化

を
求
め
る
非
営
利
団
体
（38degree

）

に
よ
れ
ば
、
う
ち
三
万
五
〇
〇
〇
件
は

同
団
体
の
呼
び
か
け
に
賛
同
し
た
層
に

よ
る
も
の
で
、
実
際
に
待
機
労
働
契
約

の
下
で
働
く
労
働
者
が
多
く
含
ま
れ
る

と
い
う
。
な
お
同
団
体
は
現
在
、
待
機

労
働
契
約
に
よ
る
経
済
的
な
不
安
か
ら

パ
ニ
ッ
ク
障
害
を
発
症
し
た
と
す
る
元

労
働
者
の
雇
用
審
判
所
へ
の
申
し
立
て

を
支
援
し
て
い
る
。

８
．
労
働
者
に
は
適
用
除
外
を
選
択
で
き

る
制
度
を
設
け
る
。
ケ
ー
ブ
ル
大
臣
は

同
案
に
つ
い
て
、
期
限
直
前
に
契
約
を

打
ち
切
ら
れ
る
労
働
者
が
増
加
し
か
ね

な
い
と
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
を
却
下
し

て
い
る
。

９
．
元
Ｔ
Ｕ
Ｃ
書
記
長
。

【
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メ
ル
ケ
ル
首
相
が
率
い
る
連
立
政

権
は
、
企
業
の
監
査
役
会
に
お
け
る

女
性
ク
オ
ー
タ
（
比
率
）
を
法
律
で

三
〇
％
以
上
と
す
る
こ
と
を
近
く
義

務
づ
け
る
。
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ズ
家
族
相

と
マ
ー
ス
司
法
相
が
三
月
二
五
日
に

発
表
し
た
法
案
骨
子
に
よ
る
と
、
法

定
ク
オ
ー
タ
制
は
、
上
場
大
手
の
一

〇
八
社
を
対
象
と
し
て
お
り
、
女
性

の
適
任
者
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は

空
席
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
案
骨
子

　

ド
イ
ツ
に
は
、
従
業
員
が
企
業
経

営
の
意
思
決
定
に
参
画
で
き
る
「
共

同
決
定
」
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
た

と
え
ば
従
業
員
二
〇
〇
〇
人
以
上
の

大
企
業
に
は
、
共
同
決
定
法
に
基
づ

い
て
「
監
査
役
会
」
が
設
置
さ
れ
る
。

こ
の
監
査
役
会
は
、
取
締
役
の
任
免

な
ど
大
き
な
権
限
を
持
ち
、
同
数
の

株
主
代
表
と
労
働
者
代
表
で
構
成
さ

れ
る（
１
）。

　

今
回
、
監
査
役
会
の
女
性
ク
オ
ー

タ
制
が
義
務
付
け
ら
れ
る
の
は
、
共

同
決
定
義
務
の
あ
る
企
業
の
う
ち
上

場
最
大
手
の
一
〇
八
社
で
、
二
〇
一

六
年
か
ら
株
主
側
と
労
働
者
側
の

各
々
に
三
〇
％
以
上
の
義
務
が
課
さ

れ
る
。
女
性
が
選
出
さ
れ
な
け
れ
ば

空
席
の
ま
ま
と
な
る
が
、
定
員
以
下

の
場
合
で
も
監
査
役
会
の
決
定
は
有

効
と
な
る
。
こ
の
ほ
か
自
主
的
な
ク

オ
ー
タ
制
と
し
て
、
約
三
五
〇
〇
社

を
対
象
に
二
〇
一
五
年
か
ら
、
監
査

役
会
、
取
締
役
会
、
幹
部
等
に
お
け

る
女
性
比
率
の
引
き
上
げ
に
向
け
た

目
標
設
定
、
具
体
的
措
置
、
結
果
の

公
表
な
ど
を
求
め
る
。

Ｅ
Ｕ
ク
オ
ー
タ
指
令
案
を 

め
ぐ
る
動
き

　

こ
う
し
た
動
き
は
、
Ｅ
Ｕ
ク
オ
ー

タ
指
令
案
を
め
ぐ
る
動
き
と
呼
応
し

て
い
る
。
二
〇
一
一
年
三
月
に
Ｅ
Ｕ

委
員
会
は
、
二
〇
一
五
年
ま
で
に
三

〇
％
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
四
〇
％

の
役
員
の
女
性
比
率
を
達
成
す
る
よ

う
域
内
企
業
に
呼
び
か
け
自
主
参
加

を
募
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
成
果
が
見

ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
立
法
に

よ
っ
て
義
務
化
す
る
方
向
で
調
整
し

た
結
果
、
域
内
の
上
場
企
業
な
ど
を

対
象
に
社
外
取
締
役
の
女
性
ク
オ
ー

タ
制
を
導
入
す
る
指
令
案
（
Ｅ
Ｕ
ク

オ
ー
タ
指
令
案
）
が
二
〇
一
二
年
一

一
月
に
提
出
さ
れ
た
。
同
指
令
案
は
、

従
業
員
規
模
が
二
五
〇
人
以
上
、
年

間
売
上
高
が
五
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
以

上
の
企
業
に
対
し
て
、
社
外
取
締
役

（
非
常
勤
）
の
女
性
比
率
を
二
〇
二

〇
年
ま
で
に
四
〇
％
以
上
（
公
企
業

は
二
〇
一
八
年
）
と
す
る
よ
う
求
め

て
い
る
。
た
だ
し
、
各
国
・
企
業
の

個
別
事
情
に
配
慮
し
、
上
記
に
代
わ

り
、
社
内
取
締
役（
常
勤
）の
女
性
比

率
に
関
す
る
自
主
的
な
目
標
設
定
を

認
め
た
り
、
罰
則
内
容
も
各
国
に
委

ね
る
な
ど
、
比
較
的
柔
軟
な
内
容
と

な
っ
て
い
る
。
同
指
令
案
は
、
Ｅ
Ｕ

の
立
法
機
関
で
あ
る
欧
州
議
会
お
よ

び
閣
僚
理
事
会
に
送
付
さ
れ
、
欧
州

議
会
本
会
議
で
二
〇
一
三
年
一
一
月

に
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。
現
在
は

閣
僚
理
事
会
で
審
議
が
続
い
て
い
る
。

　

Ｅ
Ｕ
が
昨
年
一
〇
月
に
発
表
し
た

報
告
書
「
Ｅ
Ｕ
の
指
導
的
立
場
に
お

け
る
女
性
と
男
性
二
〇
一
三
」
で
は
、

こ
の
ク
オ
ー
タ
指
令
案
を
め
ぐ
る
一

連
の
動
き
に
呼
応
し
て
、
加
盟
国
企

業
の
女
性
役
員
比
率
が
上
昇
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
今
回

の
法
制
化
も
こ
う
し
た
Ｅ
Ｕ
の
動
き

が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
〇
〇
一
年
政
使
協
定
を
経
て

　

政
府
と
使
用
者
団
体
は
二
〇
〇
一

年
、
指
導
的
立
場
の
女
性
比
率
の
引

き
上
げ
、
男
女
の
機
会
均
等
、
従
業

員
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

支
援
策
な
ど
に
企
業
が
自
主
的
に
取

り
組
む
こ
と
で
合
意
し
、
協
定
を
締

結
し
た（
２
）。
し
か
し
そ
の
後
一
〇

年
間
、
管
理
職
の
女
性
比
率
は
ほ
と

ん
ど
進
展
せ
ず
、
ド
イ
ツ
経
済
研
究

所
（
Ｄ
Ｉ
Ｗ
）
の
ホ
ル
ス
ト
博
士
は
、

「
企
業
の
自
主
性
に
委
ね
た
試
み
は

失
敗
し
た
」
と
み
る
（
図
）。
博
士

は
「
法
定
ク
オ
ー
タ
制
の
導
入
に

よ
っ
て
労
働
者
の
働
き
方
や
企
業
文

化
の
変
革
、
経
済
全
体
の
活
性
化
、

社
会
保
障
制
度
の
維
持
な
ど
の
広
範

囲
に
わ
た
る
波
及
効
果
が
期
待
で
き

る
」
と
し
て
い
る（
３
）。

　

一
方
、
経
済
研
究
所
（
Ｉ
Ｗ
ケ
ル

ン
）
の
ハ
マ
ー
マ
ン
博
士
は
、「
法
定

ク
オ
ー
タ
制
は
、
女
性
が
指
導
的
地

位
を
得
る
上
で
直
面
す
る
構
造
的
な

不
利
を
改
善
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
も

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や
、
女
性
が

少
な
い
自
然
科
学
な
ど
の
分
野
に
就

業
を
促
す
策
が
重
要
だ
」
と
主
張
し

て
お
り
、
導
入
の
効
果
に
懐
疑
的
な

見
方
も
あ
る
。

　

法
案
発
表
の
際
に
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ズ

大
臣
は
、「
過
去
に
お
け
る
企
業
の
自

発
的
な
取
り
組
み
は
ほ
と
ん
ど
進
展

を
見
せ
な
か
っ
た
。
法
に
よ
っ
て
企

業
の
監
査
役
会
に
ク
オ
ー
タ
制
を
導

入
す
る“
歴
史
的
な
”決
定
の
時
を
迎

え
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
う
」
と
述
べ
、

マ
ー
ス
大
臣
は
「
我
々
は
現
在
最
も

教
育
水
準
の
高
い
女
性
を
抱
え
て
い

る
。
最
終
目
標
は
社
内
取
締
役
の
ド

ア
を
女
性
に
開
く
こ
と
だ
」
と
い
う

今
後
の
抱
負
を
述
べ
た
。
両
大
臣
が

共
同
で
提
出
す
る
ク
オ
ー
タ
制
導
入

法
案
は
、今
年
中
に
審
議
・
採
決
を
経

て
二
〇
一
五
年
に
施
行
予
定
で
あ
る
。

［
注
］

１
．
監
査
役
会
の
労
働
者
代
表
に
は
、
従

業
員
代
表
お
よ
び
労
働
組
合
代
表
を
含

み
、
合
計
人
数
は
企
業
規
模
に
よ
り
異

な
る
。
た
と
え
ば
従
業
員
規
模
二
〇
〇

〇
人
以
上
～
一
万
人
未
満
の
企
業
の
場

合
、
監
査
役
会
は
計
一
二
人
で
、
株
主

代
表
が
六
人
、
労
働
者
代
表
が
六
人
（
従

業
員
代
表
四
人
、
労
働
組
合
代
表
二
人
）

と
い
う
構
成
に
な
る
。
ド
イ
ツ
は
労
働

者
組
織
が「
従
業
員
代
表
委
員
会
」と「
労

働
組
合
」
の
二
重
構
造
に
な
っ
て
お
り
、

事
業
所
内
の
従
業
員
利
益
を
代
表
す
る

「
従
業
員
代
表
委
員
会
」
と
、
産
別
を

中
心
に
企
業
外
で
活
動
す
る
「
労
働
組

合
」
と
は
、
法
的
に
は
別
個
の
組
織
で

あ
る
。

２
．
家
族
・
高
齢
者
・
女
性
・
青
少
年
省
（
Ｂ

Ｍ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ｊ
）、
教
育
研
究
省
（
Ｂ
Ｍ
Ｂ

Ｆ
）、
経
済
労
働
省
（
Ｂ
Ｍ
Ｗ
Ａ
）、
交

通
建
設
住
宅
省
（
Ｂ
Ｍ
Ｖ
Ｂ
Ｗ
）
の
四

省
（
当
時
）
と
ド
イ
ツ
使
用
者
連
盟
（
Ｂ

Ｄ
Ａ
）、
ド
イ
ツ
産
業
連
盟
（
Ｂ
Ｄ
Ｉ
）、

ド
イ
ツ
商
工
会
議
所
（
Ｄ
Ｉ
Ｈ
Ｋ
）、
ド

イ
ツ
手
工
業
中
央
連
盟
（
Ｚ
Ｄ
Ｈ
）
の

四
経
済
団
体
。
そ
の
後
、
省
庁
再
編
に

よ
り
、
協
定
の
政
府
側
当
事
者
は
現
在

五
省
。

３
．
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
女
性
の
指
導
的
地

位
で
の
活
躍
推
進-

日
独
の
状
況
と
課

題
」（
共
催
：
ベ
ル
リ
ン
日
独
セ
ン
タ
ー

ほ
か
）
に
お
け
る
エ
ル
ク
・
ホ
ル
ス
ト

博
士
の
発
表
、
質
疑
応
答
に
基
づ
く
（
五

月
二
〇
日
東
京
開
催
）。

【
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図　指導的立場の男女比の進展状況（2001～2010年）
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大
企
業
を
対
象
と
し
て
従
業
員
代

表
の
取
締
役
会
へ
の
参
画
を
義
務
化

し
、
従
業
員
の
権
利
強
化
を
図
る
施

策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
三

年
六
月
に
成
立
し
た
「
雇
用
安
定
化

法
」
に
よ
る
措
置
で
あ
る
。
同
法
に

は
人
員
削
減
の
手
続
き
を
簡
素
化
す

る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
が
、
解
雇

手
続
き
の
長
期
化
や
訴
訟
へ
の
発
展

は
労
使
対
立
に
起
因
す
る
と
の
見
方

が
あ
り
、
企
業
経
営
上
の
意
思
決
定

に
従
業
員
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
労
使
対
話
を
促
進
す
る
と
い
う

趣
旨
で
あ
る
。
だ
が
、
規
制
の
対
象

外
に
な
る
大
企
業
が
多
い
と
の
見
方

も
あ
り
、
対
象
と
な
る
企
業
の
範
囲

を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が

あ
る
。

従
業
員
規
模
五
〇
〇
〇
人 

以
上
の
企
業
に
義
務
付
け

　

雇
用
の
安
定
化
に
関
す
る
二
〇
一

三
年
六
月
一
四
日
法
（
雇
用
安
定
化

法
）
は
、
同
年
一
月
の
労
使
合
意
に

基
づ
き
厳
し
い
雇
用
情
勢
へ
の
対
応

を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
律
で

あ
る
。
同
法
で
は
、
職
業
訓
練
を
受

講
す
る
権
利
の
強
化
（
転
職
や
失
業

に
よ
る
職
業
訓
練
の
受
給
権
利
の
喪

失
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

職
業
訓
練
個
人
勘
定
の
創
設
）、
無

期
雇
用
契
約
で
の
若
年
従
業
員
採
用

の
促
進
（
二
六
歳
未
満
の
若
年
者
を

無
期
雇
用
契
約
で
採
用
し
た
場
合
、

あ
る
一
定
期
間
、
社
会
保
険
料
使
用

者
負
担
の
免
除
）、
有
期
雇
用
契
約

に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
（
短
期
間

の
有
期
雇
用
契
約
に
対
す
る
社
会
保

険
料
使
用
者
負
担
の
引
き
上
げ
）、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
の
制
限
（
最
低

パ
ー
ト
労
働
時
間
の
設
定
）
な
ど
が

定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
解
雇
手
続
き

の
過
程
に
お
け
る
行
政
当
局
の
監
督

強
化
に
よ
っ
て
手
続
き
に
要
す
る
期

間
を
短
縮
化
、
訴
訟
へ
の
発
展
を
回

避
す
る
た
め
の
規
定
な
ど
も
盛
り
込

ま
れ
た（
１
）。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、

従
業
員
の
権
利
強
化
を
目
的
と
し
て
、

大
企
業
（
従
業
員
数
が
フ
ラ
ン
ス
国

内
で
五
〇
〇
〇
人
以
上
、
ま
た
は
全

世
界
で
一
万
人
以
上
の
企
業
）
を
対

象
と
し
て
、
従
業
員
の
中
か
ら
取
締

役
会（
２
）の
構
成
員
（
取
締
役
）
を

選
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
内
容

が
盛
り
込
ま
れ
た
（
同
法
第
九
条
）。

従
業
員
の
意
見
を
企
業
経
営
上
の
重

要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
を
意
図
と
し
て
い
る
。
企

業
委
員
会（
３
）を
設
置
し
て
い
る
フ

ラ
ン
ス
企
業
（
本
社
を
フ
ラ
ン
ス
国

内
に
置
い
て
い
る
企
業
）
は
、
従
業

員
を
少
な
く
と
も
一
人
（
取
締
役
会

の
定
員
が
一
二
人
以
下
の
場
合
）
も

し
く
は
二
人
（
取
締
役
会
の
定
員
が

一
三
人
以
上
の
場
合
）
を
取
締
役
に

任
命
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に

な
っ
た（
４
）。
こ
の
任
命
の
期
限
は
、

法
律
施
行
の
六
カ
月
以
内
に
従
業
員

取
締
役
の
選
出
方
法
を
決
定
し
、
さ

ら
に
六
カ
月
以
内
に
従
業
員
取
締
役

を
選
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
る（
５
）。

従
来
対
象
の
旧
国
営
企
業
・ 

公
的
部
門
株
式
会
社
か
ら
拡
大

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
も
従
業
員
の
取

締
役
へ
の
選
出
を
義
務
付
け
て
い
る

規
定
は
何
点
か
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

民
営
化
さ
れ
た
旧
国
有
・
国
営
企
業

で
は
、
二
人
の
従
業
員
代
表
取
締
役

と
一
人
の
従
業
員
株
主
取
締
役
を
任

命
す
る
必
要
が
あ
る
（
一
九
八
六
年

八
月
六
日
法
）（
６
）。
ま
た
、
法
律

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
公
共
部
門
の

株
式
会
社
（
資
本
の
過
半
数
を
国
が

直
接
所
有
す
る
株
式
会
社
）
の
場
合
、

取
締
役
は
政
府
代
表
、
株
主
選
出
、

従
業
員
代
表
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

か
ら
構
成
さ
れ
、
従
業
員
代
表
は
全

取
締
役
の
三
分
の
一
な
い
し
六
人
を

上
限
と
し
て
任
命
す
る
義
務
が
課
さ

れ
て
い
る
（
一
九
八
三
年
七
月
二
六

日
法
、
一
九
九
六
年
四
月
一
二
日

法
）（
７
）。
さ
ら
に
、
株
式
の
三
％

以
上
を
従
業
員
が
所
有
し
て
い
る
上

場
企
業
は
、
従
業
員
株
主
、
ま
た
は

従
業
員
持
株
会
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ｅ
）（
８
）

の
監
視
機
関
の
役
員
（
こ
れ
も
従
業

員
）
の
中
か
ら
、
取
締
役
を
少
な
く

と
も
一
人（
９
）を
指
名
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る 

（
商

法
典 

Ｌ
・ 

二
二
五-

二
三
条
）（
注
10
）。

ま
た
、
企
業
委
員
会
の
代
表
二
名
が

取
締
役
会
に
出
席
し
、
傍
聴
及
び
意

見
陳
述
を
す
る
こ
と
を
認
め
た
規
定

も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
議

決
権
は
な
い
（
労
働
法
典 

Ｌ
・
二

三
二
三-

六
二
条
）（
11
）。
こ
れ
ら

の
規
定
に
併
せ
て
今
回
の
改
正
で
は
、

商
法
典
Ｌ
・ 

二
二
五-

二
七-

一

条
を
加
え
る
か
た
ち
で
対
象
範
囲
が

拡
大
さ
れ
た（
12
）。

四
割
が
適
用
対
象
外
と
の
見
方
も

　

従
業
員
の
権
利
強
化
を
目
的
と
し

た
雇
用
安
定
化
法
の
こ
の
規
定
だ
が
、

そ
の
実
効
性
に
疑
問
が
あ
る
と
の
指

摘
も
あ
る
（L

es E
chos

紙
参
照
）。

パ
リ
証
券
取
引
所
の
株
価
指
数
算
出

の
基
礎
と
な
る
Ｃ
Ａ
Ｃ
40（
13
）の
企

業
を
代
表
的
な
大
企
業
と
し
て
捉
え
、

こ
の
規
定
の
効
果
を
確
認
し
て
み
る

と
、四
〇
社
の
う
ち
八
社（
二
〇
％
）

は
既
に
こ
の
規
定
を
満
た
し
て
い
る

が
、
同
法
の
成
立
に
よ
っ
て
任
命
義

務
が
発
生
す
る
企
業
は
一
七
社
（
四

二
％
）
に
と
ど
ま
り
、
一
五
社
（
三

八
％
）
は
雇
用
安
定
化
法
に
お
け
る

従
業
員
取
締
役
選
出
の
義
務
化
の
対

象
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

航
空
宇
宙
産
業
の
エ
ア
バ
ス
や
鉄
鋼

業
の
ア
ル
セ
ロ
ー
ル
・
ミ
タ
ッ
ル
な

ど
四
社
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
外
に
本
社

を
置
い
て
い
る
た
め
対
象
外
と
な
る
。

ま
た
、
不
動
産
業
の
ユ
ニ
バ
イ
ユ
・

ロ
ダ
ム
コ
は
従
業
員
数
が
一
四
九
六

人
に
過
ぎ
な
い
の
で
対
象
外
。
さ
ら

に
、
流
通
大
手
の
カ
ル
フ
ー
ル
や
多

く
の
高
級
ブ
ラ
ン
ド
を
持
つ
モ
エ
・

ヘ
ネ
シ
ー
・
ル
イ
・
ヴ
ィ
ト
ン
（
Ｌ

Ｖ
Ｍ
Ｈ
）、
通
信
機
器
製
造
の
ア
ル

カ
テ
ル
・
ル
ー
セ
ン
ト
、
保
険
・
金

融
の
ア
ク
サ
な
ど
一
〇
社
は
、
従
業

員
が
五
〇
人
未
満
の
た
め
社
内
に
企

業
委
員
会
が
存
在
せ
ず
、
雇
用
安
定

化
法
の
規
定
で
の
義
務
対
象
と
は
な

ら
な
い
。こ
れ
ら
の
企
業
は
、グ
ル
ー

プ
企
業
を
数
多
く
傘
下
に
も
つ
持
株

会
社
で
あ
る
た
め
に
、
従
業
員
規
模

で
は
五
〇
人
に
満
た
な
い
の
で
あ
る

（
図
表
１
お
よ
び
２
）。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
雇
用
安
定

化
法
の
企
業
経
営
に
従
業
員
を
参
加

さ
せ
る
と
い
う
目
的
は
実
現
し
て
い

フ
ラ
ン
ス

雇
用
安
定
化
法
に
よ
る
従
業
員
取
締
役

の
選
出
を
義
務
化
―
―
規
制
対
象
外
と

な
る
企
業
へ
の
対
応
が
必
要
に

資料出所：Les	Echos紙等を参考に作成

図表１　雇用安定化法による従業員代表取締役任命義務対象外のCAC40企業

本社が仏国外にある企業 4社
エアバス・グループ、アルセロール・ミッタル、ジェムアルト、
ソルベイ

従業員数が規程未満 1社 ユニボール・ロダムコ（1,496人）

企業委員会設置義務のない企業
（従業員数50人未満）

10社
アルカテル・ルーセント、アクサ、キャップジェミニ、カル
フール、ルグラン、LVMH、サノフィ、シュナイダー、テク
ニップ、バローレック
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る
と
は
言
い
き
れ
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
た
だ
、
既
述
の
よ
う
に
持
株
会

社
は
従
業
員
規
模
が
小
さ
い
た
め
に

従
業
員
取
締
役
を
任
命
す
る
義
務
が

生
じ
な
い
が
、
傘
下
に
あ
る
子
会
社

が
、
従
業
員
数
五
〇
〇
〇
人
以
上
で

あ
れ
ば
規
定
の
対
象
に
な
る
場
合
も

あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ク
サ
の
子
会

社
で
は
、
従
業
員
の
取
締
役
を
任
命

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、

法
律
で
は
二
〇
一
五
年
六
月
三
〇
日

ま
で
に
政
府
が
、
こ
の
法
律
の
実
施

状
況
に
関
す
る
報
告
書
を
国
会
に
提

出
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
中
で

適
用
範
囲
に
関
す
る
勧
告
を
盛
り
込

ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
法
律

の
改
正
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
現
行
の
規
定
で
も
企
業

側
が
自
主
的
に
従
業
員
代
表
の
取
締

役
を
任
命
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
一
九
八
六
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

（
14
）等
に
よ
っ
て
）。
だ
が
そ
の
一

方
で
、
経
営
側
が
懸
念
す
る
材
料
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
取
締
役
会
に

お
け
る
従
業
員
取
締
役
の
存
在
が
大

き
く
な
っ
た
場

合
、
従
業
員
と

し
て
の
立
場
を

過
度
に
主
張
す

る
な
ど
し
て
、

経
営
上
の
意
思

決
定
が
迅
速
に

で
き
な
く
な
り
、

意
思
決
定
機
関

と
し
て
の
機
能

が
不
全
と
な
る

恐
れ
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
企

業
経
営
に
詳
し

い
ク
リ
ス
ト

フ
・
ク
レ
ー
ル

弁
護
士（
15
）
に

よ
れ
ば
、
従
業

員
取
締
役
の
選

出
が
義
務
化
さ

れ
て
い
な
い
場

合
、
企
業
が
取

締
役
に
従
業
員

を
積
極
的
に
登

用
す
る
の
は
難

し
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

［
注
］

１
．
雇
用
安
定
化
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

本
誌
二
〇
一
三
年
九
月
号
参
照
。

 

（http://w
w

w
.jil.go.jp/kokunai/blt/

backnum
ber/2013/09/040-056.pdf

）

２
．
取
締
役
会（C

onseil d'adm
inistration

）

は
、
業
務
執
行
の
決
定
等
を
行
う
機
関

で
あ
る
。そ
の
構
成
員（A

dm
inistrateur

＝
取
締
役
）
は
、
株
式
会
社
（S
A

：

S
ociété anonym

e

） 

の
場
合
、
三
人
以

上
一
八
人
以
下
で
、
株
主
総
会
に
お
い

て
選
出
さ
れ
る
。

３
．
企
業
委
員
会（C
om

ité d'entreprise

）

は
、
従
業
員
数
五
〇
人
以
上
の
企
業
に

設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
、
従
業
員
の
中

か
ら
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
者
が
メ
ン

バ
ー
と
な
る
。
同
委
員
会
で
は
、
経
営

戦
略
、
組
織
改
編
、
人
材
配
置
な
ど
に

つ
い
て
、
経
営
陣
か
ら
情
報
提
供
や
諮

問
を
受
け
る
こ
と
と
も
に
、
経
営
陣
に

対
し
て
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
企

業
委
員
会
に
は
労
働
組
合
と
類
似
す
る

機
能
も
あ
る
が
、
労
働
者
（
従
業
員
）

の
労
働
条
件
の
維
持
・
改
善
を
主
た
る

目
的
と
し
て
い
る
組
織
で
は
な
く
、
労

使
交
渉
と
い
う
よ
り
は
情
報
交
換
の
場

と
い
う
色
彩
が
強
い
。
ま
た
、
企
業
委

員
会
は
、
従
業
員
及
び
そ
の
家
族
の
た

め
の
福
利
厚
生
・
文
化
活
動
に
関
す
る

運
営
（
経
営
者
か
ら
支
給
さ
れ
た
資
金

の
管
理
や
文
化
活
動
の
企
画
、
ま
た
、

そ
れ
に
参
加
す
る
従
業
員
に
対
す
る
補

助
金
の
支
給
な
ど
）
も
行
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
従
業
員
に
対
し
て
ク
リ
ス
マ

ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
配
布
し
た
り
、
任
意

参
加
の
旅
行
を
企
画
と
い
っ
た
活
動
が

あ
る
。

４
．
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
：

 

（http://travail-em
ploi.gouv.fr/

evenem
ents-colloques,2215/la-loi-de-

securisation-de-l-em
ploi,2288/les-

fiches-pratiques,2305/une-loi-pour-les-
droits-des,2307/associer-les-salaries-a-
la,16413.htm

l

）

５
．
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
多
く
の
企
業
が
一

二
月
末
に
決
算
を
行
い
、
翌
年
五
月
に

株
主
総
会
を
開
く
。
そ
の
た
め
、
従
業

員
取
締
役
選
出
が
義
務
の
条
件
を
法
律

施
行
時
（
二
〇
一
三
年
六
月
）
に
満
た

す
企
業
で
、
決
算
が
一
二
月
末
の
場
合
、

こ
の
法
律
施
行
後
初
め
て
の
株
主
総
会

は
一
四
年
五
月
頃
に
開
催
さ
れ
る
。
そ

こ
で
従
業
員
取
締
役
の
選
出
方
法
を
決

定
し
、
一
四
年
一
一
月
頃
ま
で
に
従
業

員
取
締
役
を
選
出
・
指
名
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
律

施
行
時
に
規
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い

な
く
、
従
業
員
取
締
役
選
出
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
な
い
企
業
で
も
、
そ
の
後

の
二
回
の
決
算
で
連
続
し
て
条
件
を
満

た
す
場
合
は
、
決
算
の
六
カ
月
以
内
に

従
業
員
取
締
役
の
選
出
方
法
を
決
定
し
、

さ
ら
に
六
カ
月
以
内
に
従
業
員
取
締
役

を
選
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

６
．Loi n° 86-912 du 6 août 1986 A

rticle 
8-1. 

上
田
（
二
〇
〇
九
）
参
照
。

７
．L

oi n° 83-675 du 26 juillet 1983 
relative à la dém

ocratisation du secteur 
public, A

rticle 1, A
rticle 5. 

 
Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant 
d

iv
erses d

isp
o

sitio
n

s d
'o

rd
re 

économ
ique et financier, A

rticle 51.　

上
田
（
二
〇
〇
九
）
参
照
。

８
．
従
業
員
持
株
会
（Fonds com

m
un de 

placem
ent d'entreprise

）
は
、
当
該
企

業
の
従
業
員
が
勤
務
す
る
企
業
の
株
式

取
得
を
目
的
と
す
る
任
意
参
加
の
組
織

で
あ
る
。
従
業
員
に
と
っ
て
少
額
で
の

資
金
で
投
資
に
参
加
可
能
で
あ
る
ほ
か
、

会
社
に
と
っ
て
も
安
定
株
主
を
確
保
す

る
と
と
も
に
、
企
業
価
値
の
増
大
を
目

的
と
し
て
労
使
が
一
丸
と
な
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
実

際
の
市
場
価
格
よ
り
低
く
購
入
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
が
、
一
定
期
間
、

売
却
で
き
な
い
な
ど
の
制
約
が
つ
く
こ

と
が
多
い
。

９
．
こ
の
取
締
役
は
、
定
款
で
決
め
ら
れ

た
取
締
役
の
人
数
の
上
下
限
の
算
定
に

は
含
ま
れ
な
い
。

10
．C

ode de com
m

erce L. 225-23

11
．C

ode du travail L.2323-62

12
．C

ode de com
m

erce L. 225-27-1

13
．Indice C

A
C

40 （C
otation A

ssistée en 

C
ontinu 40

、
キ
ャ
ッ
ク
・
キ
ャ
ラ
ン
ト
）

は
、
パ
リ
証
券
取
引
所
（
ユ
ー
ロ
ネ
ク

ス
ト
・
パ
リEuronext Paris

）
の
株
価

指
数
で
、
同
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ

て
い
る
株
式
銘
柄
の
う
ち
、
取
引
量
が

多
い
四
〇
銘
柄（
社
）の
株
価
か
ら
算
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
〇
社
に
は
、
様
々

な
業
種
が
入
っ
て
お
り
、
国
際
的
に
も

有
名
な
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
大
企
業

が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
情
報
通

信
産
業
の
フ
ラ
ン
ス
テ
レ
コ
ム
や
食
品

産
業
の
ダ
ノ
ン
、
自
動
車
産
業
の
ル
ノ
ー

や
Ｐ
Ｓ
Ａ
・
プ
ジ
ョ
ー
・
シ
ト
ロ
エ
ン
、

石
油
・
ガ
ス
産
業
の
ト
ー
タ
ル
、
金
融

業
の
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
る
。
な
お
、
四
〇
社
は
、
定
期
的
に

見
直
さ
れ
て
い
る
。

14
．O

rdonnance n° 86-1134 du 21 
octobre 1986 relative à l'intéressem

ent 
et à la participation des salariés aux 
résultats de l'entreprise et à l'actionnariat 
des salariés

15
．Pinsent M

asons

法
律
事
務
所
所
属
で
、

Jean-Louis B
effa

氏
と
の
共
著
で
の
「
フ

ラ
ン
ス
流
の
共
同
決
定
の
可
能
性
（Les 

chances d'une codéterm
ination à la 

française

）」
の
著
者
で
も
あ
る
。

【
参
考
資
料
】

二
〇
一
四
年
二
月
二
一
日
付Les Echos

紙
、

« Les salariés n'entreront pas en force 
dans les conseils du C

A
C

 40 » 
 

（http://business.lesechos.fr/directions-
g

e
n

e
ra

le
s

/g
o

u
v

e
rn

a
n

c
e

/ 
0203329528250-les-salaries-n-
entreront-pas-en-force-dans-les-
conseils-du-cac-40-60656.php

）

上
田
廣
美
（
二
〇
〇
九
）「
欧
州
に
お
け
る

従
業
員
参
加
～
フ
ラ
ン
ス
法
を
中
心
に

～
」
第
四
一
回
慶
應
Ｅ
Ｕ
研
究
会
資
料

 

（http://w
w

w
.jean-m

onnet-coe.keio.
ac.jp/references/hirom

i_ueda_01.pdf

）

 

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
最
終
閲
覧
：
二
〇
一
四

年
五
月
二
七
日
）

（
国
際
研
究
部
）

4社

10社

1社
17社

8社

今回の改正で

任命義務が発

生する企業

既に規程を満た
している企業

企業委員会設

置義務のない

企業

従業員数が規

程未満の企業

本社が仏国外

にある企業

今回の規制の
対象外の企業

図表２　従業員代表取締役任命義務（CAC40企業）

出所：Les	Echos紙等を参考に作成
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中
国
政
府
が
今
年
二
月
に
発
表
し

た「
社
会
扶
助
暫
定
規
則
」（
以
下「
扶

助
規
則
」
と
い
う
）
が
五
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
た
。「
扶
助
規
則
」
は
、

こ
れ
ま
で
い
く
つ
も
の
分
野
に
分
か

れ
て
い
た
制
度
を
一
つ
の
規
則
に
統

合
し
た
。
最
低
生
活
保
障
、
特
別
困

難
者
扶
助
、
自
然
災
害
扶
助
、
医
療

扶
助
、
教
育
扶
助
、
住
宅
扶
助
、
就

職
扶
助
、
臨
時
扶
助
の
八
つ
の
社
会

扶
助
制
度
に
つ
い
て
定
め
て
い
る

（
表
）。

戸
籍
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
困
難

者
に
生
活
・
医
療
扶
助
を
提
供

　
「
扶
助
規
則
」
第
三
章
で
は
、都
市
、

農
村
を
問
わ
ず
、
労
働
能
力
が
な
く
、

収
入
の
な
い
、
法
定
扶
養
者
の
い
な

い
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
、
一
六
歳

未
満
の
未
成
年
者
な
ど
を
「
特
別
困

難
者
」と
定
義
し
た
。「
特
別
困
難
者
」

に
対
し
て
は
、
基
本
生
活
保
障
を
提

供
し
、
自
活
で
き
な
い
者
の
世
話
、

病
気
の
治
療
、
葬
儀
な
ど
の
支
援
を

行
う
。「
特
別
困
難
者
」
に
対
す
る

扶
助
の
基
準
は
省
、
自
治
区
、
直
轄

市
あ
る
い
は
市
レ
ベ
ル
の
地
方
政
府

が
確
定
・
公
布
す
る
。

一
時
困
難
者
や
医
療
費
を
払
え
な

い
患
者
に
は
臨
時
扶
助
を
提
供

　

こ
れ
ま
で
の
支
援
政
策
は
、「
低
収

入
・
低
支
出
」
の
世
帯
ば
か
り
に
目

が
行
き
、「
低
収
入
・
高
支
出
」
や
「
中

収
入
・
高
支
出
」
の
世
帯
を
支
援
す

る
制
度
に
力
を
入
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

現
実
に
、
病
気
や
災
害
で
「
支
出
型

貧
困
世
帯
」（
世
帯
収
入
は
最
低
生
活

保
障
制
度
の
対
象
世
帯
の
基
準
を
上

回
っ
て
い
る
も
の
の
、
災
害
や
病
気

で
世
帯
員
の
医
療
費
な
ど
の
支
出
が

増
加
し
、
生
活
水
準
が
貧
困
レ
ベ
ル

に
あ
る
世
帯
）
が
存
在
す
る
。
上
海

市
は
二
〇
一
三
年
九
月
、「
医
療
費
支

出
に
起
因
す
る
貧
困
世
帯
へ
の
生
活

支
援
方
法
（
試
行
）」
を
施
行
し
た
。

北
京
市
で
も
同
様
の
制
度
の
創
設
を

検
討
し
て
い
る
。
今
回
の
「
扶
助
規

則
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
支
出
型
貧

困
世
帯
」
に
対
し
て
臨
時
扶
助
を
与

え
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
た
。

　
「
扶
助
規
則
」
第
五
一
条
は
、
公

務
員
や
警
察
官
な
ど
が
勤
務
中
に

「
流
浪
者
」、「
物
乞
い
」
を
見
か
け

た
場
合
、
そ
れ
ら
の
者
に
「
扶
助
管

理
機
関
に
支
援
を
求
め
る
べ
き
で
あ

る
」
と
伝
え
る
こ
と
と
し
、
身
体
障

害
者
、
未
成
年
者
、
高
齢
者
及
び
行

動
不
自
由
者
に
つ
い
て
は
扶
助
管
理

機
関
に
誘
導
や
護
送
す
る
こ
と
を
義

務
づ
け
た
。
ま
た
、
急
病
人
に
つ
い

て
は
「
直
ち
に
救
急
医
療
機
関
に
通

報
し
、
治
療
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
」

も
義
務
づ
け
た
。
近
年
、
病
院
の
利

益
追
求
や
患
者
の
治
療
費
不
払
い
、

医
療
保
障
制
度
の
不
備
な
ど
に
よ
り
、

急
病
人
が
病
院
に
搬
送
さ
れ
て
も
、

治
療
を
受
け
ら
れ
な
い
事
例
が
多
発

し
て
い
る
。
新
し
い
規
則
は
こ
う
し

た
事
態
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
る
。

申
請
監
査
機
能
と
処
罰
制
度

の
強
化

　
「
扶
助
規
則
」
の
規
定
に
基
づ
き
、

扶
助
を
申
請
・
受
給
す
る
世
帯
は
、

世
帯
の
収
入
状
況
、
財
産
状
況
を
事

実
ど
お
り
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
以
前
は
収
入
の
み
を
基
準
と
し

て
世
帯
を
審
査
し
、
財
産
状
況
は
基

準
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
、「
Ｂ
Ｍ
Ｗ
を
保
有
し
な
が
ら
最
低

保
障
金
を
受
け
取
る
」「
大
量
の
不
動

産
を
保
有
し
な
が
ら
最
低
生
活
保
障

金
を
受
け
取
る
」
な
ど
の
不
正
受
給

が
一
部
に
み
ら
れ
た
。
今
回
の
「
扶

助
規
則
」
に
よ
り
、
財
産
状
況
も
申

告
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
こ
の

よ
う
な
状
況
は
抑
え
ら
れ
る
と
み
ら

れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
就
職
扶
助
を
受

け
て
い
る
最
低
生
活
保
障
世
帯
の
構

成
員
が
健
康
状
態
や
労
働
能
力
に
ふ

さ
わ
し
い
仕
事
を
紹
介
さ
れ
、
そ
れ

を
三
回
拒
否
し
た
場
合
、
政
府
は
最

低
生
活
保
障
金
の
支
給
を
停
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
仕

事
を
せ
ず
に
最
低
生
活
保
障
金
を
受

け
取
る
だ
け
」
の
状
況
も
改
善
さ
れ

る
。「
扶
助
規
則
」
は
、
虚
偽
の
理

由
で
社
会
扶
助
資
金
を
不
正
受
給
し

た
こ
と
が
発
覚
し
た
場
合
、
社
会
扶

助
を
停
止
し
、
所
得
金
額
の
一
～
三

倍
の
罰
金
を
科
す
と
明
記
し
た
。

（
国
際
研
究
部
）

中　

国

社
会
扶
助
暫
定
規
則
が
施
行
―
―

各
種
扶
助
制
度
を
統
一
規
則
で
規
定

表　社会扶助制度の対象者と内容
制度 対象者の条件 内　　　容

最低生活保障

共同生活している世帯員の1人当た
りの収入が当該地域の最低生活保障
基準を下回り、かつ、「最低生活保障
世帯状況規定」に該当する世帯であ
ること。

最低生活保障世帯に対し最低生活保障金を毎月支
給する。最低生活保障金を受給していても、生活
が困難な者（高齢者、未成年者、重度障害者、重
病者など）に対しては、県レベル以上の地方政府
が必要な生活保障を提供する。

特別困難者扶助
労働能力がなく、収入のない、法定
扶養者のいない高齢者、障害者、
16歳未満の未成年者であること。

基本生活条件の提供、自活できない者に対する世
話、病気の治療、葬儀などの支援を行う。

自然災害扶助 自然災害の被災者であること。 生活扶助を提供する。

医療扶助
最低生活保障世帯、特別困難者、県
レベル以上の地方政府が規定するそ
の他の特殊困難者であること。

都市住民基本医療保険及び新型農村合作医療に加
入している場合、保険料の個人納付分を助成する。
基本医療保険や大病保険、その他の補助的医療保
険で賄われる医療費のほか、個人及び家庭が負担
しなければならない医療費を助成する。

教育扶助

義務教育段階における最低生活保障
世帯、特別困難者であること。高校
教育（中等職業教育を含む）、高等教
育段階における最低生活保障世帯、
特別困難人員及び義務教育を受けな
い障害児童であること。

教育段階に応じて、教育費の免除、助成金支給、
生活補助の提供などの支援を行い、扶助対象者の
基本的学習と生活を保障する。

住宅扶助
最低生活保障世帯、在宅特殊困難者
であること。

公営賃貸住宅の斡旋、家賃補助、農村の老朽化し
た屋根の補修などを行う。

就職扶助
最低生活保障世帯の労働能力があり、
失業状態の構成員であること。

政府利子扶助融資、社会保険補助金や賃金補助金、
育成訓練補助金を支給する。
また、職業紹介費用を免除し、非営利の仕事に配
置する。自営業に従事する失業者に営業税や個人
所得税などを減免する。医療費の減免も行う。

臨時扶助

火災や交通事故などの不慮の事故、
世帯構成員の突発的な病気などが原
因で一時的に基本的生活が困難とな
った世帯、生活に必須な支出の突然
の増加により、家計を支えられなく
なった最低生活保障世帯、特別な困
難にあった世帯であること。

臨時扶助の具体的事項や基準は、県レベル以上の
地方政府が確定・公布する。流浪者、物乞として
生活する者に臨時の食事や宿泊、急病応急処置、
協力返還などを扶助する。警察及びその他の行政
機関の職員に対し、急病人については「直ちに救
急医療機関に通報し、治療を受けさせること」を
義務づける。

資料出所：「社会扶助暫定規則」（2014）より作成
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二
〇
一
四
年
四
月
一
四
日
、
雇
用

労
働
部
は
、
公
共
部
門
に
お
け
る
非

正
規
労
働
者
の
正
規
雇
用
（
無
期
契

約
）
へ
の
転
換
状
況
に
つ
い
て
発
表

し
た
。
公
共
部
門
に
お
け
る
非
正
規

労
働
者
の
正
規
雇
用
（
無
期
契
約
）

へ
の
転
換
対
策
は
、
二
〇
一
三
年
九

月
に
開
催
さ
れ
た
韓
国
政
府
の
国
家

政
策
調
整
会
議
に
お
い

て
方
針
が
決
定
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
、
公
共
部

門
の
非
正
規
労
働
者
を

無
期
契
約
に
転
換
し
て

い
く
と
い
う
も
の
で
、

二
〇
一
三
年
中
に
三
万

九
〇
四
人
、
二
〇
一
五

年
ま
で
に
六
万
五
〇
〇

〇
人
以
上
の
非
正
規
労

働
者
を
無
期
契
約
に
転

換
し
て
い
く
と
い
う
具

体
的
な
目
標
を
掲
げ
た

上
で
推
進
さ
れ
て
き
た

が（
注
）、
こ
の
度
、
そ

の
推
進
状
況
が
発
表
さ

れ
た
（
表
）。

　

雇
用
労
働
部
に
よ
れ

ば
、
二
〇
一
四
年
四
月

の
時
点
で
、
公
共
部
門

合
計
で
、
三
万
一
七
八

二
人
の
非
正
規
労
働
者

が
正
規
雇
用
に
転
換
し

た
。
正
確
に
言
え
ば
、

無
期
契
約
に
転
換
し
た

と
い
う
こ
と
だ
が
、
目

標
値
を
上
回
る
結
果
と

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
二

〇
一
四
年
中
に
、
一
万

九
九
〇
八
人
を
、
二
〇

一
五
年
に
は
一
万
四
八
九
九
人
を
転

換
し
、
最
終
目
標
値
で
あ
る
六
万
五

七
一
一
人
の
転
換
の
達
成
を
見
込
ん

で
い
る
。

　

ま
た
、
雇
用
労
働
部
は
、
労
働
者

を
転
換
さ
せ
る
際
に
は
、
公
正
な
手

続
き
を
踏
ま
せ
る
と
い
っ
た
指
導
対

策
も
講
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一

定
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
た
う
え

で
の
転
換
を
進
め
て
い
る
か
、
ガ
イ

ダ
ン
ス
を
実
施
し
て
い
る
か
、
関
係

省
庁
と
協
議
し
て
い
る
か
等
、
各
セ

ク
タ
ー
に
お
け
る
転
換
手
続
き
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。

　

と
く
に
公
的
機
関
セ
ク
タ
ー
に
お

い
て
は
、
転
換
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
で
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
常

時
・
継
続
的
な
仕
事
に
従
事
さ
せ
る

場
合
に
は
、
正
規
雇
用
と
す
る
原
則

を
尊
重
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。

ま
た
、
教
育
機
関
セ
ク
タ
ー
に
お
い

て
は
、
多
く
の
非
正
規
労
働
者
が
働

い
て
い
る
と
い
う
実
態
に
鑑
み
て
、

学
校
現
場
で
の
労
働
条
件
に
つ
い
て

調
査
を
行
い
、
当
該
セ
ク
タ
ー
で
働

く
ひ
と
た
ち
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
新
た
に
制
定
し
て
い
く
こ
と
も

予
定
し
て
い
る
。

　

バ
ン
・
ハ
ナ
ム
雇
用
労
働
部
長
官

は
、「
常
時
・
継
続
的
な
仕
事
に
関
し

て
は
正
規
労
働
者
を
雇
用
す
る
と
い

う
原
則
を
確
実
に
実
行
す
る
た
め
、

公
共
部
門
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ

て
い
く
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。労

働
組
合
の
評
価

　

公
共
部
門
に
お
け
る
非
正
規
労
働

者
の
正
規
雇
用
（
無
期
契
約
）
へ
の

転
換
対
策
に
つ
い
て
、
韓
国
全
国
民

主
労
働
組
合
連
盟
は
、
非
正
規
雇
用

問
題
の
実
質
的
な
解
決
に
は
つ
な
が

ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
実
際
の
現

場
に
は
、
常
時
・
継
続
的
な
性
質
の

仕
事
に
、
多
く
の
間
接
雇
用
の
形
態

が
み
ら
れ
る
―
―
と
述
べ
る
。
ま
た

同
連
盟
の
構
成
組
織
で
あ
る
保
健
社

会
福
祉
部
関
係
の
単
組
は
、
無
期
契

約
へ
の
転
換
は
、「
無
期
限
非
正
規
労

働
者
」
と
い
う
別
形
態
の
非
正
規
雇

用
を
量
産
す
る
制
度
と
な
る
に
過
ぎ

な
い
と
言
い
、
す
べ
て
の
非
正
規
労

働
者
を
無
条
件
で
正
規
労
働
者
に
転

換
す
る
必
要
が
あ
る
と
話
す
。

　

韓
国
労
働
組
合
連
盟
も
、
政
府
の

対
策
に
よ
っ
て
、
非
正
規
労
働
問
題

が
解
決
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

現
に
、
対
策
後
も
、
公
的
機
関
や
公

共
企
業
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
は
、
非

正
規
労
働
者
数
は
増
え
て
い
る
と
い

う
報
道
も
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、

同
連
盟
は
、「
公
的
機
関
や
公
共
企
業

セ
ク
タ
ー
で
非
正
規
労
働
者
数
が
増

え
て
い
る
の
は
、
経
営
効
率
化
が
原

因
で
あ
る
が
、
効
率
化
が
安
全
管
理

部
門
の
人
員
削
減
に
ま
で
及
ぶ
と
大

事
故
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
の

損
害
は
国
民
が
被
る
こ
と
に
な
る
」

と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
非
正
規
労
働
問
題
の
解
決

策
に
つ
い
て
は
、
同
連
盟
は
次
の
よ

う
な
考
え
を
示
し
て
い
る
。

　
「
非
正
規
労
働
問
題
に
は
、
有
期

雇
用
契
約
の
他
に
も
、
請
負
や
派
遣

と
い
っ
た
間
接
雇
用
の
問
題
が
あ
り
、

こ
ち
ら
の
方
が
深
刻
で
あ
る
。
政
府

の
今
回
の
対
策
は
、
間
接
雇
用
の
問

題
を
除
外
し
て
い
る
。
ま
た
、
企
画

財
政
部
（
日
本
の
財
務
省
に
相
当
）

は
、
公
共
部
門
の
業
務
を
ア
ウ
ト

ソ
ー
シ
ン
グ
し
て
、
民
間
の
雇
用
創

出
に
貢
献
す
る
よ
う
促
進
し
て
い
る

が
、
我
々
は
、
真
の
非
正
規
労
働
問

題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
す
べ
て
を

直
接
雇
用
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
」

　

韓
国
の
二
大
労
組
が
、
こ
の
度
の

政
府
の
転
換
対
策
に
対
し
て
こ
の
よ

う
に
否
定
的
な
評
価
を
与
え
る
理
由

は
、
韓
国
に
お
け
る
非
正
規
雇
用
の

形
態
に
は
主
に
、
①
有
期
契
約
雇
用  

②
短
時
間
契
約
雇
用　

③
間
接
雇
用

（
派
遣
・
請
負
等
）
―
―
の
三
タ
イ

プ
が
あ
る
が
、
今
回
の
対
策
は
、
単

に
①
の
タ
イ
プ
を
無
期
契
約
に
転
換

す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
ま
た
、
有
期
契
約
を
無
期
契
約

へ
転
換
し
た
と
い
っ
て
も
、
給
与
体

系
等
は
正
規
職
員
と
同
一
化
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
保
証
も
な
い
た

め
、
韓
国
の
二
大
労
組
は
、
政
府
の

対
策
は
、
真
の
非
正
規
雇
用
問
題
の

対
策
と
呼
べ
る
も
の
か
ら
は
ほ
ど
遠

い
と
考
え
て
い
る
。

［
注
］

公
共
部
門
の
正
規
雇
用
（
無
期
契
約
）
へ

の
転
換
対
策
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
機

構
の
海
外
情
報
の
二
〇
一
三
年
九
月
を

参
照
。

【
参
考
資
料
】

労
使
発
展
財
団
、
韓
国
全
国
民
主
労
働
組

合
連
盟
、
韓
国
労
働
組
合
連
盟
、
各
ウ

エ
ッ
ブ
サ
イ
ト

（
国
際
研
究
部
）

韓　

国

公
共
部
門
に
お
け
る
非
正
規
労
働
者
の

正
規
雇
用（
無
期
契
約
）へ
の
転
換
対
策

表　公共部門におけるセクター別の転換計画と転換実数
（単位：組織、人）

組織数
非正規労働者の転換
目標数（合計）

転換計画 転換実数
（2014年4月時点）2013年 2014年 2015年

合計 810 65,711 30,904 19,908 14,899 31,782

中央行政機関 47 7,166 2,499 3,388 1,279 3,677

地方政府 246 8,035 2,683 2,584 2,768 2,756

公的機関 302 13,141 5,485 4,942 2,714 5,726

地方公共企業 138 2,840 929 950 961 1,166

教育機関 77 34,529 19,308 8,044 7,177 18,457

資料出所：雇用労働部、韓国労使発展財団のデータを基に作成
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欧
州
議
会
の
五
月
下
旬
の
改
選
に

先
立
っ
て
、
欧
州
域
内
お
よ
び
域
外

か
ら
の
人
の
移
動
に
関
す
る
複
数
の

指
令
が
相
次
い
で
成
立
し
た
。
域
内

他
国
か
ら
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

既
存
の
指
令
に
よ
る
権
利
保
護
の
実

施
に
向
け
て
、
体
制
の
強
化
な
ど
を

定
め
た
指
令
が
成
立
し
た
。
ま
た
、

域
外
か
ら
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

季
節
労
働
者
の
平
等
な
取
り
扱
い
を

規
定
す
る
指
令
が
施
行
さ
れ
た
ほ
か
、

国
境
を
越
え
た
企
業
内
異
動（
転
勤
）

に
よ
る
専
門
技
術
者
の
権
利
に
関
す

る
指
令
が
成
立
し
て
い
る
。

域
内
に
つ
い
て
は
既
存
の
指

令
の
実
施
促
進

　

欧
州
域
内
で
の
労
働
移
動
の
円
滑

化
と
権
利
保
護
は
、
単
一
市
場
を
標

榜
す
る
Ｅ
Ｕ
が
重
視
す
る
方
針
の
一

つ
で
、
現
在
Ｅ
Ｕ
全
体
で
お
よ
そ
八

〇
〇
万
人（
就
業
者
数
の
三
・
三
％
）

が
出
身
国
以
外
の
加
盟
国
で
居
住
・

就
労
し
て
い
る
ほ
か
、
自
国
に
居
住

し
つ
つ
他
国
で
就
労
し
て
い
る
労
働

者
も
一
二
〇
万
人
い
る
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
近
年
の
Ｅ
Ｕ
拡
大
に
伴
う

中
東
欧
諸
国
な
ど
の
加
盟
に
よ
り
、

こ
う
し
た
国
か
ら
の
労
働
者
や
そ
の

家
族
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
る
問
題
が

議
論
と
な
っ
て
き
た
。
直
近
で
は
、

二
〇
〇
七
年
の
加
盟
国
で
あ
る
ル
ー

マ
ニ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
対
す
る
移

行
措
置
と
し
て
、
他
の
加
盟
国
に
認

め
ら
れ
て
い
た
就
労
規
制
が
二
〇
一

四
年
一
月
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
一
部

の
受
け
入
れ
国
が
警
戒
感
を
強
め
て

い
た
。
両
国
か
ら
の
移
民
が
、
自
国

よ
り
恵
ま
れ
て
い
る
社
会
保
障
制
度

な
ど
を
目
当
て
に
他
国
に
流
れ
込
む
、

い
わ
ゆ
る「
社
会
保
障
ツ
ー
リ
ズ
ム
」

の
横
行
へ
の
懸
念
が
理
由
の
一
端
だ

（
１
）。
ま
た
国
民
の
間
に
も
、
経
済

発
展
の
度
合
い
の
異
な
る
こ
う
し
た

国
か
ら
の
移
民
の
流
入
が
、
雇
用
や

公
的
サ
ー
ビ
ス
、
治
安
な
ど
に
悪
影

響
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
の
懸
念
が

高
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
を
背
景
に
、
欧
州

委
は
二
〇
一
三
年
四
月
、
域
内
他
国

か
ら
の
労
働
者
に
関
し
て
Ｅ
Ｕ
法

（
２
）が
規
定
す
る
権
利
、
す
な
わ
ち

雇
用
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
労
働
条
件
、

社
会
保
障
や
税
制
上
の
優
遇
、
訓
練

へ
の
ア
ク
セ
ス
、
労
組
へ
の
加
入
、

公
的
住
居
の
提
供
、
子
供
の
教
育
な

ど
の
権
利
の
実
施
促
進
に
向
け
て
、

各
国
に
制
度
や
体
制
の
整
備
を
求
め

る
内
容
の
指
令
案
を
示
し
た
。
四
月

に
成
立
し
た
指
令
は
、
各
国
に
対
し

て
、
域
内
か
ら
の
労
働
者
の
権
利
の

実
施
に
際
し
て
支
援
や
法
的
な
補
助

を
提
供
す
る
全
国
レ
ベ
ル
の
機
関
を

設
置
す
る
こ
と
、
権
利
の
実
施
に
関

す
る
有
効
な
法
的
保
護
を
設
け
る
こ

と
（
た
と
え
ば
権
利
の
実
施
を
理
由

に
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
受
け
な
い
、

な
ど
）、
労
働
者
及
び
求
職
者
の
権

利
に
関
し
て
複
数
言
語
に
よ
る
情
報

提
供
を
行
う
こ
と
な
ど
を
規
定
し
て

い
る
。

　

続
い
て
五
月
に
は
、
域
内
他
国
へ

の
労
働
者
の
派
遣
に
関
す
る
一
九
九

六
年
の
指
令
の
実
施
促
進
を
目
的
と

す
る
指
令
が
成
立
し
た
。
一
九
九
六

年
指
令
は
、
他
の
加
盟
国
か
ら
請
負

な
ど
の
形
で
派
遣
さ
れ
る（
３
）労
働

者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
建
設
業

（
全
体
の
二
五
％
）
の
ほ
か
サ
ー
ビ

ス
業
や
金
融
業
な
ど
で
約
一
二
〇
万

人
を
数
え
る
。
指
令
は
こ
う
し
た
労

働
者
に
つ
い
て
、
受
け
入
れ
国
に
お

け
る
労
働
法
制
の
遵
守
を
送
り
出
し

企
業
に
義
務
付
け
て
お
り
、
こ
れ
に

は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間

の
上
限
や
最
低
限
の
休
息
期
間
、
休

暇
、
最
低
賃
金
、
時
間
外
割
増
率
、

労
働
者
派
遣
に
関
す
る
条
件
、
安
全

衛
生
、
妊
産
婦
や
児
童
・
若
者
の
保

護
的
施
策
、
差
別
禁
止
法
制
が
含
ま

れ
る
。
加
え
て
、
建
設
業
に
つ
い
て

は
、
労
使
間
の
労
働
協
約
や
仲
裁
裁

定
に
関
し
て
全
般
的
な
拘
束
力
が
宣

言
（
一
般
的
拘
束
力
宣
言
）
さ
れ
て

い
る
場
合
、
こ
れ
も
適
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
が
、
他
の
業
種
に
つ
い
て

は
、
各
加
盟
国
に
扱
い
が
委
ね
ら
れ

て
い
る
。
労
働
協
約
の
全
般
的
な
適

用
が
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
国
で
は
、

企
業
毎
の
協
約
締
結
が
基
本
と
な
る

こ
と
か
ら
、
送
り
出
し
企
業
に
労
働

協
約
の
締
結
や
こ
れ
に
基
づ
く
労
働

条
件
の
遵
守
を
義
務
付
け
ら
れ
ず
、

結
果
と
し
て
、
受
け
入
れ
国
の
労
働

者
よ
り
も
低
い
労
働
条
件
で
就
労
す

る
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
任

意
に
適
用
さ
れ
て
い
る
協
約
の
条
件

を
義
務
付
け
る
こ
と
は
、
域
内
で
の

開
業
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由
に
反

し
て
お
り
、
公
正
な
競
争
を
阻
害
す

る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る

（
４
）。
こ
れ
に
反
対
す
る
労
組
な
ど

が
欧
州
委
に
対
応
を
求
め
て
い
た
。

　

新
た
な
指
令
は
、
一
九
九
六
年
指

令
の
実
施
に
向
け
た
取
り
組
み
を
各

国
に
義
務
付
け
る
内
容
と
な
っ
た
。

労
働
者
お
よ
び
企
業
に
対
し
て
、
労

働
条
件
に
関
す
る
権
利
・
義
務
の
一

層
の
周
知
を
図
る
こ
と
、
各
国
の
監

督
機
関
の
連
携
強
化
（
他
国
の
監
督

機
関
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
回
答
に

期
限
を
設
定
）、
海
外
派
遣
に
関
す

る
定
義
の
明
確
化
に
よ
る
制
度
の
悪

用
（
実
体
の
な
い
企
業
が
労
働
条
件

の
抑
制
を
目
的
に
制
度
を
使
用
）
の

防
止
、
監
督
機
関
を
通
じ
た
法
律
遵

守
に
関
す
る
各
国
の
責
任
の
明
確
化

な
ど
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
送

り
出
し
企
業
に
対
し
て
は
、
監
督
機

関
に
対
す
る
担
当
者
、
派
遣
す
る
労

働
者
の
数
、
派
遣
期
間
、
派
遣
先
の

住
所
と
従
事
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

の
登
録
と
と
も
に
、
雇
用
契
約
、
給

与
明
細
、
勤
務
記
録
な
ど
の
保
存
を

義
務
付
け
る
。
ま
た
、
建
設
業
に
つ

い
て
は
直
接
の
下
請
け
企
業
の
法
令

遵
守
に
関
す
る
元
請
企
業
の
責
任
を

法
制
化
す
る
こ
と
を
加
盟
国
に
求
め

て
い
る（
５
）。

　

い
ず
れ
の
指
令
に
つ
い
て
も
、
各

加
盟
国
に
は
二
年
以
内
に
関
連
す
る

法
制
度
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

季
節
労
働
者
の
受
け
入
れ
に

各
国
共
通
の
ル
ー
ル
を
設
定

　

一
方
、
欧
州
域
外
か
ら
の
労
働
者

に
つ
い
て
は
、
加
盟
国
間
の
共
通

ル
ー
ル
の
設
定
を
め
ざ
し
て
欧
州
委

が
二
〇
一
〇
年
に
示
し
た
、
季
節
労

働
者
に
関
す
る
指
令
と
多
国
籍
企
業

に
よ
る
企
業
内
異
動
の
労
働
者
に
関

す
る
指
令
が
今
年
に
入
っ
て
成
立
し

て
い
る（
６
）。

　

こ
の
う
ち
、
二
月
に
成
立
し
た
季

節
労
働
者
指
令
は
、
域
外
か
ら
の
季

節
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
関
す
る
条

件
と
、
季
節
労
働
者
の
権
利
に
つ
い

て
定
め
て
い
る
。
農
業
や
観
光
業
な

ど
、
季
節
的
に
発
生
す
る
活
動
に
従

事
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
労
働
者

に
つ
い
て
、
各
国
は
五
～
九
カ
月
の

間
で
滞
在
期
限
を
設
定
で
き
る
ほ
か
、

受
け
入
れ
数
の
制
限
や
、
域
内
で
調

達
が
可
能
な
場
合
に
は
申
請
を
却
下

す
る
権
限
を
有
す
る
。
受
け
入
れ
に

あ
た
っ
て
は
、
賃
金
・
労
働
時
間
を

含
む
雇
用
契
約
ま
た
は
仕
事
の
オ

フ
ァ
ー
に
加
え
、
適
切
な
住
居
が
確

保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。

各
国
は
、
住
居
が
法
律
ま
た
は
慣
行

に
照
ら
し
て
十
分
な
生
活
水
準
を
保

証
す
る
も
の
で
あ
る
証
拠
の
提
出
を

求
め
る
ほ
か
、
雇
用
主
が
季
節
労
働

者
に
法
外
な
住
居
費
を
課
し
て
い
な

い
こ
と
、
給
与
か
ら
自
動
的
に
差
し

引
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る

義
務
を
負
う
。
加
え
て
、
労
働
者
が

転
居
す
る
場
合
に
は
届
出
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
指
令
は
域
内
の
労
働
者
と

Ｅ　

Ｕ

域
内
外
の
労
働
者
の
移
動
に
関
す
る
指

令
が
相
次
い
で
成
立
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の
間
の
平
等
な
取
り
扱
い
を
義
務
付

け
て
お
り
、
就
業
可
能
な
最
低
年
齢

や
、
賃
金
、
解
雇
、
労
働
時
間
、
休

日
・
休
暇
、
安
全
衛
生
な
ど
の
労
働

条
件
、
さ
ら
に
社
会
保
障
給
付
（
病

気
、障
害
、高
年
齢
に
対
す
る
も
の
）

が
対
象
と
な
る
。
短
期
的
な
滞
在
を

前
提
と
す
る
性
質
上
、
失
業
給
付
や

家
族
に
関
す
る
給
付
に
つ
い
て
は
平

等
取
り
扱
い
は
義
務
付
け
ら
れ
な
い

ほ
か
、
税
額
控
除
や
教
育
訓
練
な
ど

に
つ
い
て
も
異
な
る
取
り
扱
い
が
認

め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

な
お
、
指
令
は
同
一
ま
た
は
異
な

る
雇
用
主
の
も
と
で
の
就
労
を
目
的

に
、
一
回
以
上
の
滞
在
延
長
を
認
め

て
い
る
。
加
盟
国
は
、
上
記
の
滞
在

期
限
（
九
カ
月
）
の
範
囲
内
で
あ
れ

ば
、
複
数
回
の
延
長
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
過
去
五
年
以
内

に
季
節
労
働
者
と
し
て
入
国
し
、
条

件
に
従
っ
て
滞
在
し
た
実
績
の
あ
る

労
働
者
に
つ
い
て
は
、
手
続
き
の
簡

素
化
の
措
置
を
設
け
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
（
た
と
え
ば
、
複
数
年
に
ま

た
が
る
入
国
・
就
労
許
可
、
優
先
的

手
続
き
、
一
部
の
提
出
書
類
の
省
略

な
ど
）。
な
お
、
悪
質
な
雇
用
主
に

対
し
て
は
、
罰
則
を
設
け
る
べ
き
こ

と
を
定
め
て
い
る
。

　

各
加
盟
国
は
、
指
令
の
施
行
か
ら

二
年
半
（
二
〇
一
六
年
九
月
）
の
う

ち
に
関
連
す
る
国
内
法
の
整
備
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

域
外
か
ら
の
企
業
内
異
動
に
よ
る 

労
働
者
は
他
国
で
の
就
労
が
容
易
に

　

一
方
、
五
月
半
ば
に
成
立
し
た
、

多
国
籍
企
業
に
よ
る
企
業
内
異
動
を

通
じ
た
域
外
か
ら
の
労
働
者
の
受
け

入
れ
に
関
す
る
指
令
は
、
管
理
職
、

専
門
職
お
よ
び
研
修
目
的
の
域
外
か

ら
の
企
業
内
異
動
者
を
対
象
と
し
、

管
理
職
・
専
門
職
で
最
長
三
年
、
研

修
生
の
場
合
は
一
年
を
上
限
と
し
て

滞
在
・
就
労
を
認
め
る
も
の
だ
。
加

盟
国
は
、
当
該
多
国
籍
企
業
に
お
け

る
対
象
者
の
直
近
の
勤
続
期
間
に
関

す
る
要
件
と
し
て
、
管
理
職
・
専
門

職
に
つ
い
て
は
三
～
一
二
カ
月
、
研

修
生
は
三
～
六
カ
月
の
範
囲
で
設
定

す
る
。

　

受
け
入
れ
対
象
者
に
は
、
最
初
の

受
入
国
以
外
の
加
盟
国
で
の
一
時
的

な
就
労
が
、
簡
易
な
手
続
き
に
よ
り

認
め
ら
れ
る（
７
）。
ま
た
、
家
族
の

帯
同
に
つ
い
て
も
初
日
か
ら
、
か
つ

滞
在
期
間
中
の
就
労
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。

　

各
国
は
、
受
け
入
れ
対
象
者
に
係

る
労
働
契
約
の
ほ
か
、
受
け
入
れ
期

間
終
了
時
に
異
動
可
能
な
同
じ
雇
用

主
の
保
有
す
る
域
外
の
事
業
所
が
存

在
す
る
こ
と
、
ま
た
対
象
者
の
処
遇

が
就
業
先
で
同
等
の
職
位
に
あ
る
国

内
労
働
者
に
対
し
て
不
利
に
定
め
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
報
酬
以
外
の
労
働
条

件
（
最
長
労
働
時
間
、
安
全
衛
生
な

ど
）
に
つ
い
て
は
、
域
内
他
国
か
ら

の
派
遣
労
働
者
と
同
等
の
権
利
を
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
８
）。
加
え

て
、
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
は
、

病
気
や
障
害
、
高
齢
に
係
る
給
付
に

関
し
て
国
内
労
働
者
と
の
間
の
平
等

な
取
り
扱
い
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
法
制
化
ま
た
は
二
国

間
協
定
等
に
よ
り
、
送
出
し
国
の
制

度
を
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
。
ま
た
、

滞
在
期
間
が
九
カ
月
未
満
の
労
働
者

に
つ
い
て
は
家
族
給
付
を
適
用
対
象

外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

各
加
盟
国
に
は
、
指
令
施
行
か
ら

二
年
半
の
う
ち
に
法
整
備
を
行
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

［
注
］

１
．
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
Ｅ
Ｕ

域
内
か
ら
の
移
民
に
対
す
る
社
会
保
障

の
支
給
要
件
を
厳
格
化
す
る
な
ど
の
対

応
を
行
っ
た
ほ
か
、
両
国
で
自
国
に
関

す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

行
っ
た
。
並
行
し
て
、
域
内
の
人
の
移

動
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
厳
格
化
な
ど
の

対
応
を
欧
州
委
員
会
に
要
請
し
て
い
た
。

た
だ
し
、
五
月
に
公
表
さ
れ
た
二
〇
一

四
年
一-

三
月
期
の
雇
用
関
連
統
計
に

よ
れ
ば
、
両
国
か
ら
の
労
働
者
は
一
四

万
人
と
対
前
期
比
で
三
二
〇
〇
人
減
少

し
、
二
〇
一
三
年
を
通
じ
て
の
増
加
も

お
よ
そ
二
万
九
〇
〇
〇
人
に
と
ど
ま
っ

た
。

２
．「
欧
州
共
同
体
の
機
能
に
関
す
る
条
約
」

及
び
「
共
同
体
に
お
け
る
労
働
者
の
移

動
の
自
由
に

関
す
る
規

則
」
に
よ
る
。

３
．
対
象
と
な

る
ケ
ー
ス
は
、

①
送
り
出
し

企
業
と
サ
ー

ビ
ス
の
受
け

手
の
間
の

（
請
負
）
契

約
に
基
づ
く

派
遣
、
②
域

内
他
国
の
事

業
所
へ
の
企

業
内
異
動
、

③
労
働
者
派

遣
・
職
業
紹

介
企
業
に
よ

る
他
国
へ
の

派
遣
―
の
う

ち
、
送
り
出

し
企
業
側
に

雇
用
関
係
が

あ
り
、
か
つ

派
遣
期
間
に

期
限
が
あ
る

場
合
。

４
．
欧
州
司
法

裁
判
所
は
、

こ
う
し
た
問

題
が
争
わ
れ

た
数
次
の
事

案
に
お
い
て
、
海
外
派
遣
労
働
者
に
対

し
て
こ
う
し
た
労
働
条
件
の
適
用
を
義

務
付
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
を

退
け
、
労
働
協
約
が
全
般
的
な
拘
束
力

を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
、
法
律

の
定
め
る
下
限
（
た
と
え
ば
最
低
賃
金
）

の
遵
守
の
み
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
出

来
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、

協
約
締
結
を
求
め
て
労
働
組
合
が
起
こ

し
た
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
の
団
体
行
動
に

つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
た

基
本
権
の
行
使
で
あ
る
と
認
め
つ
つ
も
、

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
自
由
を
阻
害
し
て
お

り
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

５
．
欧
州
委
に
よ
れ
ば
、
建
設
業
は
労
働

者
の
派
遣
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
制
度
の

悪
用
（
労
働
者
の
搾
取
や
不
正
な
競
争
）

も
多
い
業
種
と
み
ら
れ
る
。

６
．
欧
州
委
が
示
し
た
プ
ラ
ン
に
は
、
こ

の
ほ
か
、
高
度
人
材
の
受
け
入
れ
を
め

ぐ
る
ブ
ル
ー
カ
ー
ド
指
令
（
二
〇
〇
九

年
成
立
）、
域
外
労
働
者
の
合
法
的
滞
在

に
係
る
手
続
き
の
統
合
に
関
す
る
指
令

（
二
〇
一
一
年
成
立
）
が
含
ま
れ
て
い
た
。

７
．
滞
在
が
九
〇
日
を
越
え
る
場
合
は
、

よ
り
厳
格
な
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。

８
．
指
令
は
こ
の
ほ
か
、
組
合
加
入
の
権

利
や
保
有
す
る
教
育
資
格
の
認
知
、
公

共
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
権
利
（
住

宅
を
除
く
）
を
対
象
者
に
認
め
る
べ
き

こ
と
を
定
め
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

E
uropean C

om
m

ission

、E
uropean 

Parliam
ent

ほ
か　

各
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
国
際
研
究
部
）

図表　加盟国間の労働移動の状況（2012年、千人）

注：自営業者及び国境を越えて通勤する者を除く。
資料出所：	European	Commission	'Free	movement	of	workers:	Commission	improves	the	application	of	

worker's	rights	–	frequently	asked	questions'	(12/03/2014)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

マ
ル
タ

キ
プ
ロ
ス

ル
ク
セ
ン
ブ

…

ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア

エ
ス
ト
ニ
ア

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

デ
ン
マ
ー
ク

チ
ェ
コ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ラ
ト
ヴ
ィ
ア

ベ
ル
ギ
ー

ハ
ン
ガ
リ
ー

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

リ
ト
ア
ニ
ア

ア
イ
ル

ラ
ン
ド

ス
ペ
イ
ン

ブ
ル

ガ
リ
ア

オ
ラ
ン
ダ

ギ
リ
シ
ャ

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

イ
ギ
リ
ス

ポ
ル

ト
ガ
ル

イ
タ
リ
ア

ポ
ー
ラ
ン
ド

ル
ー
マ
ニ
ア

他国で就労している

働者数（出身国別）

他国からの労働者数

（受入国別）



海外労働事情

Business Labor Trend 2014.7

55

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
五
月
一
三
日
、『
働
く
母

親
及
び
父
親
に
係
わ
る
世
界
の
法
及

び
実
際
』
と
題
す
る
報
告
書
を
発
表

し
た
。
世
界
一
八
五
の
国
と
地
域
を

対
象
に
、
子
を
持
つ
労
働
者
に
付
与

さ
れ
る
休
暇
、
給
付
、
雇
用
保
護
に

関
す
る
法
と
実
態
を
調
査
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
全
体
的
な
改
善
は
見
ら

れ
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
妊
娠
や

出
産
関
連
の
差
別
が
世
界
中
で
残
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ

は
更
な
る
改
善
に
向
け
て
、
対
象
労

働
者
へ
の
実
効
的
な
保
護
に
取
り
組

む
よ
う
各
国
に
要
請
し
て
い
る
。

課
題
は
「
実
際
の
保
護
の
欠
如
」

　

報
告
書
『
働
く
母
親
及
び
父
親
に

係
わ
る
世
界
の
法
及
び
実
際

（M
aternity and paternity at 

w
ork: L

aw
 and practice across 

the w
orld

）』
は
、
五
月
一
五
日
の

国
際
家
族
デ
ー
に
合
わ
せ
て
発
表
さ

れ
た
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
は
、
労
働
者
に
対
す
る

妊
娠
・
出
産
時
の
保
護
と
差
別
防
止

を
目
的
と
し
た
母
性
保
護
に
関
す
る

三
本
の
条
約（
１
）が
あ
り
、
産
前
産

後
休
暇
、
そ
の
間
の
金
銭
的
給
付
、

解
雇
さ
れ
な
い
権
利
な
ど
を
規
定
し

て
い
る
。

　

調
査
に
よ
る
と
、
多
く
の
国
が
三

本
の
条
約
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
本
を

批
准
し
て
い
た
が
、
い
ま
だ
に
世
界

の
約
八
億
三
〇
〇
〇
万
人
以
上
の
女

性
労
働
者
が
適
切
な
保
護
を
受
け
て

お
ら
ず
、
さ
ら
に
す
べ
て
の
国
で
母

性
差
別
が
実
態
と
し
て
残
っ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

報
告
書
を
執
筆
し
た
ロ
ー
ラ
・
ア

ダ
チ
母
性
保
護
／
仕
事
・
家
族
問
題

専
門
官
は
記
者
発
表
の
中
で
、「
世
界

中
の
国
が
母
性
保
護
の
促
進
や
、
仕

事
と
家
庭
の
両
立
に
関
す
る
政
策
を

策
定
し
て
い
る
が
、
調
査
か
ら
見
出

さ
れ
た
最
大
の
課
題
は
“
実
際
の
保

護
の
欠
如
”
だ
っ
た
」
と
述
べ
、
各

国
政
府
に
対
し
て
法
制
度
と
現
実
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
再
認
識
し
た
上
で
実
効

的
な
保
護
や
支
援
に
取
り
組
む
よ
う

求
め
た
。

働
く
父
親
に
対
す
る
支
援
の
拡
大

　

報
告
書
に
よ
る
と
、
現
在
は
多
く

の
国
が
働
く
母
親
の
み
な
ら
ず
、
働

く
父
親
に
対
す
る
支
援
に
も
取
り
組

ん
で
い
る
。
一
九
九
四
年
に
は
当
時

調
査
可
能
な
一
四
一
カ
国
の
う
ち
四

〇
カ
国
の
み
だ
っ
た
父
親
休
暇

（P
aternity leave

）（
２
）が
、
二
〇

一
三
年
の
調
査
で
は
一
六
七
カ
国
中

七
八
カ
国
に
な
り
、
う
ち
七
〇
カ
国

は
有
給
だ
っ
た
。
制
度
内
容
に
つ
い

て
み
る
と
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の

父
親
休
暇
は
三
日
か
ら
一
一
日
に
期

間
が
拡
大
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は

七
日
の
無
休
が
一
四
日
の
有
給
に
な

る
な
ど
、
二
〇
年
前
と
比
較
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
改
善
が
見
ら
れ
た
（
表
）。

夜
勤
免
除
や
育
児
時
間
な
ど

日
本
の
制
度
も
紹
介

　

日
本
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法

や
育
児
・
介
護
休
業
法
に
よ
っ
て
妊

娠
中
や
育
児
中
の
労
働
者
に
対
す
る

夜
勤
免
除
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と

や
、
一
歳
未
満
の
子
を
持
つ
労
働
者

に
対
し
て
一
日
計
一
時
間
の
育
児
時

間
が
法
律
で
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
が
報
告
書
で
紹
介
さ
れ
た
。

今
後
の
展
望

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
報
告
書
は
、
今
後
の
展

望
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
政
策
を
提

案
し
て
い
る
。

・
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
が

母
性
保
護
や
仕
事
と
家
庭
の
調
和
を

得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

・
出
産
前
後
に
必
要
不
可
欠
な
母
体

の
健
康
・
安
全
の
確
保
と
、
基
盤
的

な
社
会
保
障
の
一
部
と
し
て
所
得
を

保
障
す
る
こ
と
。

・
家
庭
責
任
を

有
す
る
男
女
労

働
者
に
対
す
る

差
別
を
防
止
・

撤
廃
す
る
こ
と
。

・
社
会
保
険
や

公
的
資
金
を
通

じ
た
基
金
な
ど

を
活
用
し
て
、

母
性
保
護
に
関

す
る
使
用
者
の

負
担
を
軽
減
す

る
こ
と
。

・
柔
軟
な
働
き

方
の
取
り
決
め

な
ど
、ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
（
仕
事
と

生
活
の
調
和
）

の
た
め
の
選
択

肢
を
す
べ
て
の

従
業
員
に
拡
大

さ
せ
、
も
っ
て

支
援
的
な
職
場

環
境
・
文
化
を

醸
成
す
る
こ
と
。

・
男
女
の
平
等
な
家
庭
責
任
負
担
を

可
能
に
す
る
こ
と
。

　

以
上
を
示
し
た
上
で
、
調
査
を
統

括
し
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
平
等
・

多
様
性
部
の
シ
ョ
ウ
ナ
・
オ
ル
ネ
イ

部
長
は
、「
男
女
平
等
が
達
成
さ
れ
る

に
は
、
ま
ず
母
性
保
護
が
重
要
で
あ

り
、
家
庭
内
で
平
等
が
達
成
さ
れ
な

け
れ
ば
、
職
場
で
そ
れ
を
得
る
の
は

困
難
だ
」
と
述
べ
、
そ
の
観
点
か
ら

の
父
親
給
付
の
促
進
や
保
育
の
整
備
、

家
庭
と
仕
事
を
調
和
さ
せ
る
た
め
の

政
策
的
取
り
組
み
の
重
要
性
を
強
調

し
た
。

［
注
］

１
．
一
九
一
九
年
の
母
性
保
護
条
約
（
第

三
号
）、
一
九
五
二
年
の
母
性
保
護
条
約

（
改
正
）（
一
〇
三
号
）、
二
〇
〇
〇
年
の

母
性
保
護
条
約
（
第
一
八
三
号
）。

２
．
父
親
休
暇
（P

aternity leave

）
と
は
、

有
・
無
給
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
産
や
育

児
の
た
め
に
父
親
だ
け
が
取
得
で
き
る

休
暇
の
こ
と
。
父
親
あ
る
い
は
母
親
の

ど
ち
ら
か
が
取
得
で
き
る
休
暇
や
母
親

か
ら
父
親
に
移
行
す
る
こ
と
で
期
間
延

長
さ
れ
た
り
す
る
育
児
休
暇
な
ど
は
含

ま
な
い
。
な
お
、厳
密
に
は「
父
親
休
暇
」

で
は
な
い
が
、
子
の
出
生
時
に
父
親
が

取
得
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
年
休
の

ほ
か
に
設
け
ら
れ
て
い
る
「
特
別
な
休

暇
」
は
含
む
。

【
参
考
資
料
】

　

ILO
(2014) M

aternity and paternity at 
w

ork: Law
 and practice across the 

w
orld.

 

Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
サ
イ
ト

（
国
際
研
究
部
）

Ｉ
Ｌ
Ｏ

報
告
「
働
く
母
親
・
父
親
を
取
り
巻
く

状
況
」

表　各国の法定父親休暇・両親休暇（1994年、2013年）＜抜粋＞

資料出所：ILO(2013)Maternity	and	Paternity	at	work.
注：現行制度と異なる可能性あり。例えば日本の両親休暇は「従前賃金の上限50％」から「育児休業開始後180日

目までは従前賃金の上限67％、その後は上限50％」へと、2014年4月1日より給付率が改善された（筆者）。

父親休暇（Paternity	leave) 両親休暇（Parental	leave)

1994年 2013年 1994年 2013年

日本 － －
52週	

（給付なし）

52週だが、両親とも取得
すれば14カ月まで延長可
能（従前賃金の50％）

フランス
3日	

（従前賃金の100％）
11労働日	

（従前賃金の100％）
156週	

（定額給付）
156週	

（定額給付、世帯単位）

スウェーデン
10日	

（定額給付）
10日	

（従前賃金の80％）

両親とも取得すれば75週
（450日）

（当初5週間は従前賃金の
90％、残りは80％給付）

両親とも取得すれば
80週（480日）

（390日は従前賃金の80％、
90日は定額）

オースト
ラリア

7日
（給付なし）

14日
（最低賃金）

－
52週

（18週は最低賃金）


